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2　歴　代　市　長

代 氏 名 就任年月日 退任年月日 代 氏 名 就任年月日 退任年月日

1 杉村 大入 明 22. 5. 6 明 2 6. 7. 3 l l 平野 龍起 昭 17. 6.2 5 昭 2 0 . 8ユ0

2 松崎 為 己 〝26. 9.1 5 〝 3 0. 8. 2 1 2 石坂 繁 〝2 0ユ0. 4 〝 21. 3.l l

3 辛島 格 〝3 0. 9.1 3 大 2. 1.2 0 13 *1 福田 虎亀 〝2 1. 6 .1 4 〝 23 . 2. 9

4 LU ffl ft - 大 2. 4 . 2 〝 3.1 0.1 0 15 佐藤美佐男 〝2 3. 4. 7 〝 27. 3▼7

5 依田 昌今 〝 4. 1.1 4 〝 6. 9. 3 1 6 林田 正治 27. 3.2 1 〝 31. 2.2 3

6 佐柳 藤太 〝 6.l l.2 0 〝 io.i l.i a 17 -1 坂口 主税 〝3 1. 3.1 5 3 8. 1. 4

7 高橋 守雄 〟1 1. 1.1 9 〝 14. 7.1 3 19 -20 石坂 繁 〝3 8. 2.1 5 〝4 5 .l l.2 6

8 辛島 知 己 〝1 4. 9.1 4 昭 4. 7. 4 2 1 星子 敏雄 〝4 5.1 2 .2 1 〝 4 9.1 2.2 0

9

1 0

山田 謙.一

山限 康

昭 5. 2. 5

〝 9. 5.1 4

〝 9. 4.1 6

〝 17. 5.1 3

2 2 皇子 敏雄 〝4 9.1 2.2 1 在 任 中

3　職　　員　　数
(昭52. 4. 1現在)

区 分 定 数
現 員 数

更 .貞 そ の 偽 計

市 長 事 務 部 局 3.0 8 4 2,9 1 5 1 0 8 3 ,0 2 3

議 会 事 務 局 2 6 2 6 0 2 6

選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局 2 2 2 1 1 2 2

監 査 事 務 局 1 4 1 3 0 1 3

教舞房 招 き事務局及び学校その他の教職 閑 7 7 9 6 8 1 6 6 7 4 7

公 平 委 員 会 事 務 局 5 市長事務部局兼務

ffi 防 4 4 8 4 4 6 4 4 7

農 業 委 員 会 事 務 局 2 7 2 1 2 1

交 通 局 7 8 4 6 3 7 6 7 7 0 4

水 道 局 3 6 8 3 4 5 3 5 1

計 5万5 7 5A 0 5 2 4 9 5 ,3 5 4

4　給　　与-

(1)局別職員給料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(昭52. 4. 1現在)

区 分

局 別

給 料 月 額
.平 均 年 齢

平 均

勤 続 年 数
最 高 最 低 平 均

市 長 事 務 部 局 3 8 2 ,2 0 0 円 8 3 ,5 0 0 円 1 7 8 ,2 2 8円 4 0 才 4 月 1 4 年 7 月

議 会 事 務 局 3 0 8 ,9 0 0 1 1 0 ,4 0 0 1 8 6 ,2 9 6 3 8 . 2 1 5

選 挙 管理 委 員 会事 務 局 2 5 5 ,1 0 0 8 6 ,2 0 0 1 7 2 ,3 2 2 3 7 1 4

監 査 .事 務 局 2 3 8 ,4 0 0 1 1 4 ,4 0 0 1 8 8 ,6 5 3 4 0 1 6 ・ 7

教 育 委 員 会 事 務 局 3 1 3 ,0 0 0 9 1 ,2 0 0 1 8 4 ,7 0 4 4 1 1 3

消 防 局 3 0 8 ,9 0 0 8 9 ,0 0 0 1 6 8 ,6 2 4 3 6 1 3

農 業 委 員 会 事 務 局 2 5 5 ,1 0 0 1 0 6 ,4 0 0 1 8 7 ,7 5 7 4 0 ・ 8 1 7 - 1 0

交 通 局 2 8 2 ,7 0 0 8 9 ,0 0 0 1 7 8 ,2 3 9 4 4 1 7

水 道 局 2 8 2 ,7 0 0 8 3ー5 0 0 1 9 4 ,0 7 9 4 2 1 7

全 体
- -

1 7 9 ,4 0 7 4 0 1 5
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(2)初任給基準
(昭52. 4. 1現在)

職 種 等 級 ～号 俸 初 任 給 備 考

蝦.

敬

- ォ: *

上 級 職 6 - 3 9 7 ,4 0 0 円

- 般 職 給 料 表 通 用

中 〝 7 ～ 7 8 9 ,0 0 0

初 〝 7 ~ 4 8 0,8 0 0

保 母 中 〝 7 ～ 7 8 9 ,0 0 0

「 般 技 術

上 〝 6 ～ 3 9 7 ,4 0 0

中 〝 7 ～ 7 8 9 .0 0 0

初 〝 7 ～ 4 8 0 ,8 0 0

薬 剤 師 上 〝 6 ~ 3 9 7,4 0 0

獣 医 師 上 〝 6 ~ 3 9 7,4 0 0

栄 養 士 上 〝 ~ 3 9 7,4 0 0

Ⅹ 線 技 師 中 〝 7 ～ 7 8 9.0 0 0

衛 生検査技師 中 〝 7 ~ 7 8 9,0 0 0

保 健 婦 上 〝 6 ～ 3 9 7,4 0 0

助 産 婦 上 〝 6 ~ 3 9 7,4 0 0

看 護 婦 高等看護学 院卒 7 ~ 9 4,6 0 0

準 看 護 婦 準 看 養 成 所 卒 7 ~ 7 8,5 0 0

消 防 職 高 校 卒 7 ～ 1 8 6,2 0 0 消 防 職 給 料 表 適 用

医 療 職
大 学 院 卒 4 ～ 9 1 6 5 ,7 0 0

医 療 職 給 料 表 適 用
大 学 卒 4 ～ 2 1 1 5,2 0 0

教
高 校 教 諭

大 学 卒 2 ～ 3 9 1,9 0 0 教 育 職 給 料 表 (1)適 用

育
短 大 卒 3 ～ 5 7 9.8 0 0 各 採々用時 1 2 月短縮を含む

幼 稚 園 教 諭
大 学 卒 2 - 5 9 1,2 0 0 教 育 職 給 料 表 (2) 通 用

戟 .短 大 卒 2 ′.) 2 7 9,1 0 0 各々採用時 1 2月短縮を含む

(3)特別職の給料及び報酬

区 分 現 行 給 料 月 額 施 行 年 月 日 改 正前 給 料 月額 施 行年 月 日

市 長 6 3 0 ,0 0 0 甲 昭 5 1 . 4 . 1

〟

′′

4 8 0 ,0 0 0 円 昭 4 8 .1 2 . 1

〟

〟

昭 4 8 . 4 . 1

助 役 5 0 0 ,0 0 0 3 8 0 ,0 0 0

収 入 . 役 4 5 0 ,0 0 0 3 4 0 ,0 0 0

常 勤 監 査 委 員 3 0 0 ,0 0 0 昭 4 9 . 4 . 1

〟

昭 5 2 . 1 . 1 (一般職 1 等級適用 )

2 3 0 ,0 0 0

企 業 管 理 者 3 2 0 ,0 0 0 2 4 5 ,0 0 0 〟

教 育 長 2 9 3 ,8 0 0 2 9 0 ,4 0 0 昭 5 0 .1 0 . 1
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区 分 魂 行 報 酬 額 施 行 年 月 日 改 正前 報 酬 額 施 行 年 月 日

教 育 委 員 会
委 員 長

月 額 6 0 ,0 0 0 甲
昭5 1.1 0 . 1 4 8 ,0 0 0 昭 5 0一 4 ▼ 1

′′委 員 月 額 4 0 ,0 0 0 3 5,0 0 0

監 査 委 員

知 醜 経 験 を有 す る者 の うちか ら遺 任 さ れ た

監 査 委 員 ( 非 常 勤 )

市 議 会 議 員 の うち か ら選 任 され た 監 査 委 員

月 夜 7 0 ,0 0 0

月 額 2 7,0 0 0 ′′

6 0,0 0 0

1 8 ,0 0 0 ,A

公 平 委 員 会

委 員 . 長 月 額 3 0,0 0 0

′′

2 2 ,0 0 0 ′′

委 員 月 額 2 5,0 0 0 2 0 ,0 0 0

選 挙開 委員会

委 員 長 月 額 3 0,0 0 0

昭5 0 . 4 . 1

2 2 ,0 0 0

昭 4 9. 4 . 1

委 員 月 額 2 5 ,0 0 0 2 0 ,0 0 0

臨時 に 選 挙 管 理 委 員 に充 て られ た補 充 員 日 額 4 ,0 0 0 2 ,5 0 0

投 票 管 理 者 及 び 開 票 管 理 者 1 回につ き 5 ,0 0 0 昭 5 2一 6 ー1 6 4 ,6 0 0 昭 5 1.1 0 ー 1

選 挙 長 1 回につ き 5 ,0 0 0 ′′ 4 ,6 0 0

投 票 立 会 人 、 開 票 立 会 人 及 び 選 挙 立 会 人 1 回につ き 4 ,0 0 0 3 ,7 0 0

固 定 資 産 評 価 審 査 委 員 会 委 員 日 額 4 ,0 0 0 昭 4 9 . 4 . 1 2,5 0 0 昭 4 8 . 4 . 1

農 業 委 員 会

会 長 ー
月. 額 3 0 ,0 0 0 昭 5 1 .1 0 . 1

′′

′′

2 2 ,0 0 0 昭 5 0 . 4. 1

′′

′′

副 会 長 、 部 会 長 及 び 副 部 会 長 2 5 ,0 0 0 1 8 ,0 0 0

部 会 の 委 員 及 び そ の 他 の 委 員 月 額 2 2 ,0 0 0 1 5 ,0 0 0

( そ の 他 の 委 員 ) 月 夜 2 2 ,0 0 0 1 5 ,0 0 0

法律 又 は これ

に基 づ く政 令

の定 め る と こ

ろに よ り置 か

なけ れ ば な ら

ない 附属 機 関

の委 員

農 業 共 済 損 害 評 価 会 委 員

防 爽 会 議 委 員

年 額 7 ,5 0 0 〟 6 ,0 0 0 ′′

4 ,0 0 0 〟

′′

昭4 9. 4 ー 1

3 ,0 0 0 昭 5 1. 4 . 1

昭 4 8 . 4 . 1

水 防 協 議 会 委 員 4 ,0 0 0 3 ,0 0 0

建 築 審 査 会 委 員 2 ,5 0 0 2 ,0 0 0

土 地 区 画 整 理 審 議 会 委 員 日 額 4 ,0 0 0 昭 5 1.1 0 . 1

昭 5 0ー 4 . 1

昭 5 1 .1 0 . 1

3 ,0 0 0 昭 5 0. 4 . 1

昭 4 9 . 4 一 1

1 国 民 健 康 保 険 運 営 協 議 会 委 員 4 ,0 0 0 3 ,0 0 0

保 健 所 運 営 協 議 会 委 員 4 ,0 0 0 2,5 0 0

結 核 審 査 協 議 会 委 員 4 ,0 0 0 2万 0 0

公 民 館 運 営 審 議 会 委 員 4 ,0 0 0 25 0 0

住 居 表 示 審 議 会 委 員

日 夜 4 ,0 0 0

6 0 ,0 0 0

昭 5 0 . 4 二 1

′′

昭5 1.1 0 . 1

昭 5 1.1 0 . 1

昭 5 0 . 4 . 1

2 ,5 0 0 昭 4 9. 4 . 1

昭 5 0▼ 4 . 1

その他 の附 属

機 関 の 委 員

都 市 計 画 審 議 会 委 員

公 害 対 策 審 議 会 委 員

社 .会 教 育 委 員

2 5 0 0

2 ,5 0 0

2 ,5 0 0

博 物 館 協 議 会 委 員 3 .0 0 0

婦 人 相 談 員 5 0 ,0 0 0 昭 5 0 . 4 . 1

社 会 教 育 指 導 員

そ の. 他 の 非 常 勤 の 職 員

月 額 6 0 ,0 0 0

年 散 4 0 ,0 0 0 円 以 内

月 夜 6 ,0 0 0 円以 内

又 は 日飯 4 ,0 0 0 円田内 に

l おし欄 弓定め る額

5 1,0 0 0

3 0,0 0 0

5,0 0 0

3,0 0 0

昭 4 9 . 4. 1

昭 4 8 . 4 . 1
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(4)旅　　費
(昭50.1 2.19適用)

区 分 鉄 道 賃 船 賃
日 当

( 1 日につき)

宿 泊 料

( 1 夜 に つ き )

食 卓 科

( 1 夜

につ き)甲 地 方 乙 地 方

.育

市 長 . 助 役 .

収 入 役

運賃 の等級 を2 階級 運賃の等級を 3 階級 円 円 円 円.

1 に区分す る線路 にあ

っては上級の運賃

運賃の等級 を設 けを

に区分す る船舶 にあ

っては中級の運賃、

2 階 級に区分す る船

2.1 0 0 1 0 ,4 0 0 9 ,4 0 0 2 ,1 0 0

2

企 業 管 理 者 等 及

1,6 0 0 8 ,1 0 0 7 ,3 0 0 1,6 0 0ぴ 3 等 級 以 .上 の h 線路にあ っては、.ノ舶 にあっては上級の

職 務 に あ.る 者 その乗車 に要す る運

賃及 If:特別車両料金

運 賃O

ただ し、鉄道連絡

3

4 等 級 及 び 5 等

1,3 0 0 6 ,5 0 0 5,9 0 0 1,3 0 0級 の 職 務 に あ る を徹 す る客車 を運 行 船 にあっては鉄道運

者 する ものに よる旅行

をす る場合にiL - 特

別車両料金

賃に同 じ

4
6 等 級 の 職 務 に

あ る 者

1,1 0 0 5 ,2 0 0 4,7 0 0 1,1 0 05

7 等 級 の 職 務 に

あ る 者

(荏)

1普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で、片道100km以上の旅行には鉄道賃の

ほかに普通急行料金又は準急行料金を支給する

2特別急行列車を運行する線路による旅行で、片道300Km以上の旅行に臥鉄道賃のほかに特別急

行料金を支給する

3船賃の額は、はしけ賃及び書ん橋賃を含むものとし、公務の必要により、別に寝台料金を必要とした

場合には船賃のはかに現に支払った寝台料金を支給する

4甲地方とは、東京都の区・京都市・大阪市・名古屋市・神戸市及び横浜市をいい.乙地方とは.その

KftZ田^s

5「企業管理者等」とは企業管理者及び常勤の監査委員をいう

6「何等級の職務」とは、熊本市一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年条例第5号)弟3条第2

<>.1>,I-!u-.i:-:-す・言Mkiユ・も;!lふ∴し・:・.¥¥叫fv・、川・Iい腰岨職員寺∴Il丸蝣ov'ii十...L'
・-"・ri
について市長が定めるこれに相当する職務をいう
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Eg　曽　fc2^^^K^:=i　融

(1)目　　　的t

この基本構想は,無太市将来の望ましい都市像およびこれを達成するための施策の大綱を定めることによ

り、抱合的かつ計画的な行政の運営をはかることを目的とする。

(2)目　標年次

この基本構想は、昭和6 0年を目標年次とする。

(3)発雇の方向

ア　地位と役割

本市は,九州中央の歴史ある城下町として知られ,行政、教育,経済の管理都市として繁栄してきた。

近年,産業経済の発展と交通通信網の発達は,日本列島の様相を一変しつつあり、わが国は、高速化、

都市化　情報化,そして国際化の時代と呼ばれる新しい未来に向って大きな転換を遂げようとしている。

このような情勢変化は,とかく開発が遅れがちであった九州に、浮上の好機をもたらそうとしており、

従ってまた,本市は、その位置的有利性と.土地,労力等の発展可能性をエネルギーとして新たに飛躍

の時期を迎えようとしている。

ここに本市は,開発の始動条件の整備,資源の活用.管理諸枚能の充実および環境の保全をはかり、地

域相発の主導的使命を果たし、市勢の伸展と市民福祉の増進に努め,もって健康で明るく、豊かな、そし

て平和な市民生活の実現を目ぎすものである。

イ　将来の展望

①　人　口

目僚年次における現市域人口は,約6 0万人と推定される。

②　就業構造

目標年次における本市の就業人口は、約3 0万人、その産業別構成は,第1次産業2%、等2次産業

3 2%、第3次産業66%と推定される。

り　都市像

本市将来の振興発展の方向と目標を示す都市像を次のとおり設定する。

①　緑と水にかがやく明るい福祉都市

豊かな縁と水を生かして生活環境を整備し,積極的な社会開発により社会福祉を充実し、安全で平和

な、健康で明るい生活を享受できる福祉都市を建設する。

②　風格ある文教都市

美しい自然と伝統にはぐくまれた文化をより香り高いものとし,学補機能の集積を高め、平和に寄与

し国家社会に貢献する人間を育成する風格ある文教都市を形成する。

③　活力にみちた中枢管理都市

交通通信施設の整備を基幹に、情報の交流を高め,産業経済の繁栄をはかり、行政的および経済的管

理諸後能の拡充強化に努め.活力にみちた中枢管理都市としての発展をはかる。

エ　土地利用構想

本市の恵まれた自然環境と九州中央の抱点という立地条件をふまえつつ,枚能的な都市活動を弓封ヒし、
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健康で文化的な都市としての調和ある発展と秩序ある形成を目ぎして次のように地域の用途を区分する。

⑦　住居用地域

中央および東部・北部の適地ならびに西部・南部の一部を主たる住居用地域とする。

住居用地域については、すぐれた居住環境の確床に努める。

また、適当な地区を文教地区に指定して学校施設の環境保全をはかる。

②　商業用地域

交通至便な都心部および各地区の拠点となるような市街地を商業用地域として商業の振興をはかり、

都心部については,必要な地区を高度利用地区に指定し、都心棟能の更新をはかる。

なお,適地を選び流通業務地区に指定し、物的流通施設の整備をはかる。

③　工業用地域

臨海部および内陸部の適地を選んで工業用地域とし、工業の集中的活動地域としての整備をはかり、

散在する中小工場の団地化および都市型工業の立地を促進する0

◎　農業用地域

その他の地域は・おおむね農業振興地域とし、農業基盤の整備と優良農地の保全に努める。

(4)施策の大綱

ア　市民生活

市民生活の安定・向上をほかるため,次の施策を積極的に進める。

①　コミニティ

コミニティ施設を適正に配置し,この施設における市民相互の接触と活動をとおして,自治意識の

高揚をはかり・社会教育の普及徹底と相まって、兵に民主的な住民自治の実現を目ぎ1.

@　住　宅

住宅需要動向に対応して・施最の五島を1世帯1住宅から1人1室に進める。

中央部については.中高層住宅の建設により職住近接、土地の高度利用をはかり、周辺部について

は、住宅地の開発により良好な環境下における住宅建設を促進する。

③　市内交通

増大する市内の交通混雑に対しては、市民の足を確保するため、市内交通後閑のより効率的な大量

輸送扱Bgへの移行をはかる0

両民生活の安全と利便の確保のため.生活道略の整備とあわせて、交通事故防止のための歩車道分

離等交通安全施設の拡充整備に努めるO

④　公園緑地

全市にわたり公園緑地の適正配置と面積の拡大をはかる。

縁の保存と育成および豊かな水の保全と利用によって「森と水の都」の声価を高めるO

⑤　保健衛生

市民の健康を保持し明るい生活を確保するため、予臥相談、治療等の健康管畢系を充実酎ヒす

るとと・もに市民組織等との緊密な協力により、市民の健康増進および保健思想の向上をはかる。
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@　清　掃

社会情勢の変化に対応し.合理的な計画により,廃棄物をすみやかに、かつ,衛生的に処哩する。

(う　公　害

市民の健康を保護し生活環境を保全するため,公害基本法の主旨にのっとり.公害防止の諸施策を

積極的に推進する。

⑬　消費者行政

国県の施策に呼応し.消費生活の合理化を促進し消費者保護に努めるO

イ　文教・福祉

すぐれた市民を育成するととも把恵まれない人々をまもろため,次の諸施策を実施して,文教,福祉

の充実をほかる。

①　学校教育

明日をになう健全な市民育成のため,教育環境の整備に努める。

義務教育および幼児教育については,人口分布の変動に即応して施設の規模および配置の適正化に

努め,教育者の資質向上および施設内容の改善充実をはかる。

高等学校については、教育内容の多様化・高度化の要請に対応して施設の増設および充実をはかる。

大学および研究・調査細の新設・拡充を促進して学禰研究枚能の充実をはかる。

(謬　社会教育

社全教育施設を充実弓封ヒし,生涯教育の徹底をはかるO

公民館・各種スポーツ施設等による社会教育諸活動をとおして,市民の実生活に即した文化的教養

を高め、体力を増進する。

③　市民文化

本市のすぐれた自然と伝統によってつちかわれた文化をさらに育成強化する。

文化諸施鼓を整備し,開発と保存の調和をはかりつつ文化財の保護に努め.市民の文化活動をとお

して個性ある市民文化を醸成する。

④　社会福祉

明るく健康な市民生活の確保を目ざして,児童福祉、老人福祉の充実をはかり、心身障害者、母子

家庭および低所得者の更生援護の謝ヒに努める。

このため、国・県・市および民間の緊晋な連携、協力のもとに、保育所.老人ホームおよび更生施

設等,福祉施設の整備をはかり、各種社会像障制度の拡充に努める。

り　産業経済

豊かな市民生活と本市の繁栄を目ざして産業経済の振興をはかるため,常に市民の福祉と経済社会の

動向を考慮しつつ、本市の特性を生かし次の諸施策を講じる。

e　商　業

商業環境の整備,協業化・共同化の推進等近代化の諸施策を進める。すなわち,都心部および周辺

部の適地に,それぞれ魅力ある商店荷の形成をはかり、また,物的流通施設の整備を促進して広域流

通機能を充実し,国内版略の拡張を促進するとともに海外貿易を振興する。
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@)工　業

恵方都市圏の臨海部および内陸部に=業団地の基盤整備をはかり.既存工業の近代化を促進し、あ

わせて関連産業を誘発して既存産業に相乗効果をもたらす非公害型の工業の育成・導入をはかり、本

市産業の新しい活力としての発展を自ぎす。

@　観　光

観光資源の保存1.開発および創造を強力に推進して観光的利用をはかり,あわせて全市民のレクリ

--ショソに活用し、観光諸施設の整備と新たな観光価値の再発見に努め、観光拠点都市としての枚

能を強化する。

④　農林水産業

展集の生産性向上と農業者の所得増大を目途とし、農業関係基盤の整備をはかり、あわせて生産環

境の保全に努め,都市近郊農業の特色を生かした、近代化された主産地形成を目ざすとともに需要の

動向に即応できる態勢づくりを推進する。

時代の要請に対応して生産性の高い水産業の振興をはかる。

⑤　中小企業

本市産業の大半を占める中小企業については,激しい環境変化に対応できるよう高度化.近代化を

進め,体質の改善と経営の安定化をはかる。

⑥　労働力

優秀な労働力の集積・定着と,潜在労働力の活用をほかる諸施策を積極的に_推進し.経営能力なら

びに技術および技能の向上に努め,もって,本市の九州における経済の中核的地位を高める。

エ　都市基盤

充実した中枢管理機能、健康で文化的な市民生活および効率的な都市活動の基礎となる都市基盤の整

備を目ざして次の施策を推進する。

①　市待地開発

快適かつ、能率的な都市の実現のため、市街地としての開発および既存市待地の再開発を行う。

すなわち周辺地域においては、土地区画整理事業を促進して良好な住居環境と効率的な産業施設の

!M7 ・.・ミr v'j 、 *L朴'_・也uyy--:千.中主。 L h知能　・1'vHiHてい・∴蝣'ik叫こ†・=卜'.It、 IWi-i u<-'> ''.; '.-Viり二l

た再的発により都市機能の充実教化をほかる。

⑳　交通運輸

九州の中枢都市としての管理機能を効率的に発揮するため、高速自動草道の建設,国道および主要

地方道の改良ならびにノミイパス建設を促進する。

増大する道路交通に対処し,かつ,上配幹線道路に連絡するため放射状および環状の都市計幽道路

ならびに主要市道を整備する。

その他,港湾、インターチエソジおよび空港等の重要都市施設間の連絡道略の整備を瑞力に推進す

る。

新港湾の建設を促進し、生産の向上と流通機能の充実をはかり、もって産業開発の起動力たらしめるO

鉄道については、九州新幹線の建設を促進するとともに、市横地部における高架化または立体交差
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化を促進する。

現空港は、将来.国際空港として機能させるため施設の整備を促進するo

⑳　上水道

上水道需要に対応して、常に良質.かつ、豊富な水を確保する。原水は地下水に求めることを基本

とする。

④　下水道

都市排水を計画的に処理するため,公共下水道,都市排水路を整備し、市民生活環境の向上および

公共用水域の水質保全をはかる。

㊥　防　災

水害のおそれがない安心して住める術にするため、白川および諸河川の抜本的改修を促進するとと

もに・西山地域における小河川については,砂防対策を中心に災害防止対策の充実をはかも

火災その他の災害に対しては、予防体制を確立するとともに消防施設や機動力を増強し.激増する

救急業務に対しては救急体制の充実を促進する。

(5)推進体制

ア　市民参加

広報,広暁活動の強力な推進により市民の創意と良識を結集し,もって,この構想の円滑な実現を期

する。

イ　広域行政

住民の生活圏の広域化に対応しつつ,国の広域生活圏構憩に基づき,関係市町村との協力および各自

の特性に応じた機能分担の下に.地域の一体的発展のため広域行政の推進をはかる。

ウ　行財政運営

市民生活の向上および社会経済の発展にともない量的に増大し質的に多様化する行政需要に対処し,

もって本構想を効率的に達成するため、本市行財政運営の近代化に努める。

(昭和46年7月15日議決)
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6　広　報・広　聴

(1)広　　報

ア　広報広聴連絡業務

広報広聴委員会(部長)により、横の連絡に当たっている

委員会　20名　　月1回開催

イ　広報刊行物

「くまもと市政だより」

毎月1日発行・B5版10-12ページ

1回の印刷部数　158,000部

配布方法は文書配布委託者を通じて各世帯に配布

「点字市政だより」

毎月1日発行・ 20ページ

1回の印刷部数　200部(郵送)

編集は熊本市視聴覚障害者福祉協会に委託(内容は市政だよりから抜すい)

「市民グラフ」

年3回発行・A4版・ 12ページ

1回の印刷部数　5,000部

写真による市政広報

ウ　テレビ・ラジオによる広報

番組(年間24回)

「わたしたちの時間」

RKK-TV　毎月第2土曜日午後1時45分から1 5分間

「おはようくまもと」

TKU-TV　毎月第4土曜日午前7時45分から15分間

テレビ・スポット　「市政だより」

BKK-TV　毎週月曜日午後6時50分から20秒(年52回)

毎月最終週火曜日～金曜日の午後0時4 0分から2 0秒(年4 8回)

TKU-TV　毎週月曜日午後7時から20秒(年52回)

毎月最終週月曜日～金曜日の午前9時から2 0秒(年6 0回)

テレビ年賀

RKK-TV　市長の年頭のあいさつ　1月1日

官公庁だより

NHKラジオ　毎週水・土・日曜日の午後6時5 0分からの「官公庁だより」に広報資料提供

RKKラジオ　毎週月曜El、モーニングダイヤル午前9時40分から90秒間(年52回)
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エ　新聞広報

市政について市民の十分な理解を得るため、日刊紙の紙面を利用する

オ　その他の広報

広報写真の展示

市庁舎内3カ、所ー　デバ-ト1カ所に設置.月2回掲示

町内広轟坂の利用

各町内自治会ごとに設置.市の行事、催しのボスク-ー　ビラ、その他を掲示

時事ファックスニュース

関係課に回覧し、特に参考になるものは照会調査する

テレフォンサービス

電話により市民ニユースのサービス(TEL56-6460 ) 1 50秒以内、毎週水曜日内容入れ替え

市施設めぐり

年6回実施　汚水処理場、清掃事業所.消防署など

1回1 00名程度、バス2台」 「殴市民から募集

窓口テレビ放映

市民課の窓口、東・西にテレビを設邑市政広報番組のVTRとか知らせを放映

行事予定表作成

月報(毎月20日作成)

週報(毎週金曜日作成)

日報(毎日前日作成)

報道後胤市会議員、各学校、各課に配付　340部

市政記者室、広報課

広報車等の利用

広報車(ぎんなん号)放送設備付、行事その他の広報

広報取材車　　　　　放送設備付、広報事項の取材のほか行事その他の広報を行う

力　報道機喝との連絡

市長の定例記者会見　毎月1回

局部長定例記者会見　毎月2回

報道機関(市政記者)に対する報道資料の提供

(注) _記者クラブ加入社　( 1 1社)

朝日・毎日・読売・西日本・節目　NHK-RKK-TKU一日本経済・時事通信・共同通信
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(2)広　　聴

ア　市民の声処理状況

(昭和51年度)

地 域

m a

中央 東 南 西 北 計
A

受付累計

B 処 理 黒 帯 次年度

へ ( A

- B )

a / A

首分比完結 回答 計

1
企
iS

企 画

事 務 管 理 1 1 1 1 1

そ の . .他

合 計 1 1 1 1 1 1 0 0

2

総

サ

職 員の接 遇、服務 1 1 1 1 1

市 有 財 産 1 1 1 1 1

税 務 1 1 2 2 2 2

そ の 他 2 2 2 2 2

合 計 3 2 1 6 6 1 5 6 1 0 0

3

柿

氏

自 治 振 興

交 通 安 全 対 策 9 7 1 3 2 0 2 0 7 l l 1 8

戸 轟 、 住 民 票 1 1 . 1 1 1

保 険 、 年 金 1 1 1 1 1

福 祉 5 3 8 8 8 8

保 護 2 1 3 3 3 3

防 犯 灯 1 1 1

そ の 他 2 2 3 1 1 2

合 計 1 8 1 2 1 4 3 5 3 7 8 2 6 3 4 3 9 2

4

衛

坐

衛

坐

公 皇 1 1 1 1 1

河 川 汚 濁 2 3 5 5 1 3 4

悪 臭 3 1 4 1 3 4 2 5 *.7 2 5 2 5

巌 音 1 9 2 3 2 1 7 1 7 1 1 4 1 5

煤 煙 2 1 3 6 6 5 5

そ 族 、 昆 虫 4 1 1 2 8 9 1 7 8

野 犬 1 3 2 1 7 7 1 6 7

保 健 予 防 3 6 1 2 3 1 5 1 7 1 1 .4 1 5

空 地 管 理 2 2 0 5 6 3 3 3 4 3 3 0 3 3

そ の 他

4、 計 1 0 6 1 6 1 9 2 1 1 1 7 1 2 3 8 1 0 5 1 1 3 1 0 9 2

m

揺

ご み 8 6 2 2 1 8 1 8 8 9 1 7

収 集 も れ 2 1 1 2 3 9 9 2 7 9

不 法 投 棄 4 2 2 2 1 0 1 0 3 5 8

汲 取 り も れ 1 3 4 2 3 1 3 1 3 5 7 1 2

業 者

そ の 他 1 1 2 2 2 2

小 計 1 5 1 3 7 8 9 5 2 5 2 1 8 3 0 4 8 4 9 2

合 計 2 5 7 4 1 3 2 7 3 0 1 6 9 1 7 5 . 1 3 5 1 6 1 1 4 1 ?

5

経 .

済

商 工 2 1 1 4 5 4 4

農 林 2 2 1 5 5 5 5

観 光 1 1 1

用 水 路 1 1 3 1 2 8 l l 2 6 8

そ の 他

合 計 3 5 5 1 4 1 8 2 2 2 1 5 1 7 5 7 7

6

痩

設

道

路

舗 装 新 設 3 1 2 1 4 2 2 2 3 0 1 2 7 2 8

舗 装 修 理 4 0 3 0 7 1 4 1 6 1 0 7 1 1 7 只3 1 5 9 8
P
砂 利 散 布 4 2 1 5 1 0 3 4 3 4 6 3 3 9 4 2

修 理 1 0 1 7 2 7 5 4 1 AIR 9 1 1 4 3 5

新 設 拡 幅 1 1 2 3 3 3

tLu ミ」 1 2 3 b q A 4 8

河 川 3 5 1 1 1 0 1 ∩ 3 5 8

橋 梁 2 1 3 5 1 2 3

交 通 安 全 施 設 4 1 3 6 7 1 3 1 4 6 . ** 4 3 0

市 道 認 定 1 2 2 5 7 1 5 h

境 界 3 4 1 2 3 1 3 1 只 1 l l 1 2

街 灯 2 2 1 1 6 .
3 .2 5

工 事 に .付 随 3 4 2 2 3 1 4 1 7 i 1 4

小 計 7 3 1 1 4 2 8 5 0 3 8 3 0 3 3 5 7 1 6 3 1 2 9 2 9 2 6 5 8 2
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地 域

項 目

中央 東 南 西 北 計
A

受付 累計

B 処 理 累 計 次年度

へ ( A

B / A

百分比完籍 回答 計 - B )

6

痩

設

側

*

汝 沸 1 7 3 9 8 6 1 4 8 4 9 1 8 6 3 8 9

修 理 6 1 0 2 2 3 2 3 2 8 1 6 8 2 4

新 設 2 2 1 3 6 1 0 4 2 4 7 3 3 1 3 4

蛋 6 1 7 5 5 9 4 2 4 6 1 9 2 7 4 6

m m 4 3 7 9 5 5

排 水 路 9 1 2 9 6 9 4 5 5 7 1 8 2 8 4 6

工 事 に 付 随 2 1 3 6 8 3 4 7

小 計 4 0 I 0 5 3 0 2 6 4 8 2 4 9 2 8 6 1 4 5 1 0 6 2 5 1 3 5 8 8

下

水

道

サ m 2 . 4 1 3 2 1 2 1 3 7 6 1 3

修 理 2 1 3 5 1 3 4

新 設 2 . 2 2 o 2

桝 6 1 1 8 9 5 3 8

受 益 者 負起 金 1 1 2 2 1 1

工 事 に 付 随 8 1 3 2 1 1 4 1 7 4 9 1 3

小 計 . 1 7 1 3 3 4 4 4 1 4 8 1 7 2 4 4 1 7 8 5

戟

市

開

36

区 画 整 理 1 2 1 4 4 1 3 4

公 園 、 広 場 8 2 5 2 5 2 2 2 6 3 1 7 2 0

線 地 、 線 化 2 5 1 3 l l 1 2 3 9 1 2

小 計 l l 9 5 4 8 3 7 4 2 7 2 9 3 6 6 8 6

e

」

建 築 指 導 4 5 6 2 l l 2 8 3 5 1 2 4 2 5

市 営 住 宅 1 o 3 3 1 2 3

日 照 権 4 3 7 7 5 5

4、 計 8 q 6 4 l l 3 8 4 5 . 2 3 1 3 3 1 2 7 3

そ の 他 2 2 1 2 7 8 1 5 6 2

合 計 1 5 1 2 5 2 7 2 8 9 1 1 1 6 7 5 7 8 6 3 3 5 3 2 4 6 5 9 1 2 7 8 4

7 ft n 4 3 1 3 2 1 3 1 6 2 1 0 1 2 4 7 5
8 交 通 1 2 2 5 6 5 5 1 8 3

9 水 道 3 1 5 6 6 3 0 3 4 1 3 1 7 3 0 4 8 8

1 0 消 防 1 1 1 1 1 1 0 0

l l

外国

部B l

換 体

国 5 7 1 2 1 1 6 1 6 1 3 1 3

県 9 1 0 2 b 2 2 9 3 1 3 2 B 3 1

そ の 他 1 2 1 2 6 6 6 6

合 計 15 1 9 3 9 5 5 1 5 3 3 4 7 5 0 3 9 4

1 2 市 政 以 外 2 5 3 3 2 1 5 1 5 2 1 2 1 4 1

総 計 2 2 6 3 9 0 9 7 1 4 0 1 6 6 1,0 1 9 1,1 5 2 3 9 2 5 9 8 9 9 0 1 6 2 8 6

方法

付

電 文 . 来 そ
計

請 *
F]

庁
の
他

累 計 5 5 5 4 9 3 4 8 6 7 1,0 1 9

百分比 5 4.5 4.8 3 4.1 6.6 1 0 0
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累 計 28 56 876 59 1,019
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イ　特別相談

内容
種類

曜 日. . 時 担 当 主 な 相 談 相談件数

消費生活相談
㊨ 消 費 生 活 買い ものについての相談 . 商品の品質

3 1
: 3 0 ~ l 6 : 0 0 コンサ/レクン′ト 量 目 .値段 .衛生 などについての問題

税 務 相 談
⑧ . 税 理 士 会 法人税 . 所得税 . 譲渡所得税 . 相続税

7 0
1 3 : 0 0 ~ l 6 : 0 0 熊 本 県 支 部 . 青色申告 . 固定資産税な ど

人 権 相 談
,.(;.

人権擁護 委 員
名誉 の侵害 . 借地借 家 . 金銭の貸借

1 3 8
1 3 : 0 0 ~ l 6 : 0 0 損害 の賠償 . 酷使虐待 . 登記な ど

家 事 相 談
㊥

家 庭 裁 判 所
夫婦 . 親子 . 失綜者 . 遺言 . 戸森 . 秩

9 8
1 3 : 0 0 ~ l 6 : 0 0 秦 . 離婚 . 相続人な ど

登 記 相 談
㊨ 司 法 書 士 会 相続 . 遺言 . 贈与 . 抵当権 . 賃借 . 供

7 6
1 3 : 0 0 ~ l 6 : 0 0 熊 本 支 部 託 . 雇用 . 保証 . 金銭 . 土地な ど

法 、律 相 談
㊨

弁 護 士 会
話 し合いや調停 で解決で きない もの

3 6 1
1 3 : 0 0 ~ l 6 : 0 0 法律を必要 とす るもの . 訴訟 など

交通事故相談
常 時 開 設 専 門 相 談 員 損害賠償 の請求方法 .示談 . 調停 . 訴

読 . 被害者 の更生 など
6 7 8

㊨ 9 :0 0 ~ l 6 :0 0 弁 護 士 会

計 1,4 5 2(荏)　o相談コーナーは、市民相談課内でいずれも無-料
o金曜日の法律相談は、当日8人に限り、整理券を発行
o相談件数は5 1年度実績

ウ　集団広聴

市政懇談会

地域自治会関係者や地域の市民が主催した懇談会として「田迎町づくりの会」及び「託麻原校区地域毅覧

パトロール懇談会」が開かれた。

また、婦人の立場から日常生活に密着した問題を討議するため、市婦人会連絡協議会の主催で「第5回市

政を語る婦人のつどい」が開かれ、市側からは市長のほか、関係局部課長が出席しtそれぞれの問題点に対

する回答、説明がなされた。

^msmm

市pTA連絡協議会主催による「城南中学校区通学場境診断」が開かれ、交通安全施設を中心とした通学

者境について関係者と実情を見て回ったO

また、市が主催する「施設めぐり」では車中での「懇談会」及び昼食時に「市長を囲んだ懇談会」を開い
たO

エ　市政モニター制度

市民の市政に関する認識、諸問題に対する意見等を組散的、系統的に聴くことにより世論の動きと行政効

果を把握し、市民の意思を市政に反映させる-蒙とするため市政モニター制度を設けているOモニターの職

務は、市の設問事項に対する回答i会議への出席などであり、その任期(も　当該年度の1年間となっているo

モニターの数については、昭和5 1年度は応募によるもの70名であった。

おもな活動
07ン′ケ-ト

第1回　　交通安全対策について
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第2回、建物について
第3回　道路整備について

o会　議　　2回

7　事　務　改　善

(1)経過と魂況

太市の事務改亀能率向上弓も昭和3 0年代の初期における校区出・張所の統廃合JP・会計僕等の導入による

事務挽械化をはじめとして、今日までの1 0数年間にわたり.税務事務・窓口事玖文書事玖給与事務など

各分野で数多くの改善.能率化の施策が実践されてきた。

これらの中耳もっとも重要な意義を持ち.太古における事務近代化の基艇づくりとなる具体的成果として

(もつぎの三つをあげることができるo

o電子計算センタ二への委託による大量計算業務の枚械化

o窓口事務の改亀一本化と、住民記録の統合整備

o文書管理の改善と、浄書印刷業務の集中処理

しかし,従来の事務改卦もどちらかといえは部分的な事務作業面の改善合理化対症療法的な現状打開策

に終始しがち'{・あり、全庁的視野に立って事務の樹を体系化し、縫合牧かつ・計画的に事務の管理改善の

推進をはかる姿勢が不十分であった。

電算機の利用も民間委託という便宜の形態であり、定型的な大量計算事務の機械化にとどまっているなど多

くの間題点が残されている。

一方,新らしい市庁舎の建設についても,今後本市全体の行政運営の効率化という視点から事務の抜本的な

改善による近代化をより一層積極的に推進する突放を迎えようとしているo
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(2)各種事務改善状況

ア　電子計算機による事務穏械化状況 (昭和51年度)

(民間の電子計算センター-委託処理)

部 課 名 業 務 名 . 処 理 開 始 処 理 回 数 委 託 料

総 務 部 財 政 課 有 償 統 計 昭 4 3 2 1 7 9 ,6 8 0 円

職 員 部 給 与 課 職 員 給 与 4 3 1 2 1 3 ,0 9 0 ,3 8 2

〟 .職 員 厚 生 課 職 員 健 保 料 4 4 1 3 9 0 ,7 0 0

税 務 部 主 税 課 税 収 納 消 込 4 5 1 2 3 3 ,5 6 5 ,0 0 0

" 市 民 税 課 市 ( 県 ) 民 税 4 1 1 0 2 7 ,3 3 0 ,0 0 0

〝 〝 奄 自 動 車 税 4 3 1 1 1 4 .6 2 7 .3 0 0

〝 資 産 税 課 固 定 資 産 税 4 1 l l 3 3 .6 6 3 .5 7 0

〝 納 税 謀 写l ;i ?… … m iM iE St
K ffi K ナ'ifl t ii ノ 4 7 4 7 ,1 8 5 ,0 0 0

市 民 部 国 民 年 金 課 国 民 年 金 5 1 1 2 8 ,2 3 1 ,5 5 0

〝 保 険 課 国 民 保 険 4 2 1 2 3 7 ,3 0 2 ,0 0 0

福 祉 部 社 会 課 児 童 手 当 4 8 3 1 ,1 5 3 ,8 2 0

′′ ′′ 医 療 券 発 行 5 1 1 2 1 ,7 4 6 ,0 0 0

〝 保 育 課 保 育 措 置 .費 5 0 1 2 4 ,7 5 5 ,3 4 7

下 水 道 部 下 水 道 管 理 課 受 益 者 負 担 金 4 4 1 3 8 3▼0 0 0

〝 〝 水 洗 貸 付 金 5 1 1 2 2 ,7 6 7 ,0 0 0

〝 〝 下 水 道 使 用 料 4 2 1 2 1 ,0 1 5 ,0 0 0

水 道 局 営 業 課 水 道 料 金 4 2 6 2 5㌧5 3 3 ,0 9 8

交 通 局 総 務 課 交 通 職 員 給 与 4 4 1 2 1 ,9 2 4 ,0 0 0

合 計 - 1 4 課 1 8 業 務
- - 2 0 4 ,8 4 2 ,4 4 7

イ　窓口事務の改善と住民記録の統合整備状況

主 要 改 善 事 項 実施年月 主 要 改 善 事 項 実施年 月

窓口瑳境の改善整 備 昭4 1. 9 窓口事務の処理方法の改善 昭 4 2. 2

0 庁舎改造模様替工 事、冷暖房設備 -4 2. 2
( 第 1次 )

0 一部横割 り流れ作業方式の採用 ( 第 1 次 )

4 3.1 2
0 オ- プンカウンタ→新設、来庁市 民ス 4 3. 7

O 連絡搬送機器の導入 ( (ンレトコン ( 第 2 次 )

4 1. 9

一へ←ス の拡張 - 4 3.1 2 ベ7 1気送管. インターホーシ等 )

0 庁内案 内板の設邑 窓口表示板の (第 2次 )

4 2. 2

0 即刻処理業務 と事後処理業務の分

改善整備 離、記録事務の タイプ化

窓口事務の一 本化 その他 の改善 事項

0住民異動の届 出手続の簡素化 0 庁 内窓 口配置の合理化

0 同届書. 受付 窓口の一本化 4 2.l l

4 3 .1 2

4 3 . 5

( 市 民課窓口の 東地区、 西地区分 ~ 4 2. 2

( 第 1 次 )

4 3 . 7
( 住 民、 配給、選挙、 国保. 年金 割、市 民相談高察 内窓口、教委就

の異動手続 ) 学 窓口、 水道料金窓口等 の集中閑 ~ 4 3 .1 2

0 証 明請求窓 口、. 交付窓口の専門化 設、市金庫の移転等 ) . ( 第 2 次 )

. 住民記録の統 合管理 0 市民相談課の新装開設 と相談内容 4 6.1 0

4 7. 2

4 7. 7

4 9. 4

0 住民基本台帳の整備 の充実強化 ( 南新 賠1 階 )

(住 民 配給、選挙、国保、.年 金 -4 3 .1 2 0 戸集、住 民票等 の証明書の電話 に

等の資格 に関す る記録 を統合) よる申込の受付

O 戸免、住 民基本台帳等の保管用 具 O 市税等 の公金収納 窓口の拡充 (釈

の改 善整備 ( ビジプルL/コl ダ等 ) 納 代理金融機関 4 8 カ所を追加指

定 )

0 税の口座振込制度 の開始
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ウ　文書管理の改善と浄書印刷業務の集中化状況

主 要 改 善 事 項 実施年 月 主 要 改 善 事 項 実施年月

文書集配の合理化 昭3 8.1 0

4 2 . 7

3 8 . 7

文書の分類盤理 (未施行 )

4 3 . 1

タイプ集中化

0 メールボーイ制度 0 文書分類表作成

本庁舎内各課 との間の文書集配 0 フアイ7)ングシステムの一部採用

(職員 4 人 ) 浄書印刷 の集 中管 理

0 メールカー制度 . 0 浄書室の設匿、運営

本庁舎 と各 出先機関 との間の文書 竜式 ジアゾ複写機 1 合 機械

集配 ( メクシ→苦上. 職員 1 人同乗) 静電式複写機 1 台 保有

文書作 成の標準化

0 公用 文に関す る規 程の制定

0公 文書の種類 と定義、書式. 用字

三7 -t y m fflm m m .堅 =4 三 雲芸

用語等 の体系的な標準化 ( 各課の クIイブ浄書、複写、印刷、 製 4 4 . 4

( 文書規程 との一 体的適用 ) 帳等 を集 中処理 )
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8　職　員　研　修

(1)研修の概況

ア　研修受講人員

(昭和5 1年度)

区 分

職 場 外 研 修

派 遣 研 修 合 計

一 般 研修 専門研修 そ の 他 計

延 人 一員 5 4 8 3 4 5 2 1 7 1,1 1 0 2 6 1 1,3 7 1

イ　職場外研修

E

分
研 修 名 対 象 回

R
人 員

日

数
実施時期 . 内 容

般

研

修

前期
新規採用職員 新 採

1 7 5 2 9
4～㌔ 公務員 としての自覚 と意識 の確立 を図

研修 一 般 行 政 職 らせ、職務遂行 に必要な実務 の基礎知

識を習得 させ、職場への適応力 と市職

員 としての心構 えを葺成す る

講師.…‖‥.部内講師

〟

〟

〟

業 務 職
1 2 4 5 4

後期

〟

′′

- 般 行 政 職
1 7 1 7 1 0

〟

〟

′′

業 務 職
1 5 5 1 0

保母職

〟

〟

保 母
1 l l 8 8

転任職員研修
転 任 職 員

一( 交 通 局 ):

1 l l 6 l l
′′

〟

事 務 員 . 主 事 補

1 5 2 5 2

職務 を適切 に遂行す るために安請 され

る知識 . 技能 . 態度 及び判断力 . 表現

技 術 員 研 修 技 師 補 力の基礎を養 う

講師……部内講師及 び部外講師

女子職員研修
主 事

2 7 6 3
第 1回 1 1

女子醜畠 としその あ り方、心構 えを再

確認する とともに役割に対す る科学的

技 師 第2回 2 な考え方、.判断力、表現力 を養 う

講師……部内講師及 び部外講師

吏 員 研 修 (2) 〟

〟
2 5 9 5

第 1回 7

第2 回 8

中堅吏員 として市行政のあ り方 と今後

の方向についての主体的な考 え方 を確
立す るとともに高度な知識 と応用 力、
判断力、表現力 を養 う
講師….‥部内講師及 び部外講師

係 長 研 修 (1) 新 任 係 長 職 4 8 3 4

第 1回 6

第 2回6へ7

第 3回 7

第 4回 7

重要かつ複椎な事務、技術に関する職務を

朝行管理するために必要な知識を習得させ、

係島級として必要な能力を養 う

講師 部内講師

係 長 研 修 ¢)

係 長 職 2 4 5 3
第 1回 8

第 2回 8

聴 場研修 の積極的推進をはかるための

( O J T 'J- ダー リーダI の養成

養 成 研 修 ) 委託先…..産 業能 率短期大学

課長補佐研 修 新 任 補 佐 職 3 4 9 3

第 1回 1 0

第 2回 1 1

第 3回 1 1

管理監督の原理原則を習得 させー迅速 .
適確な縫合的判断力と表現力 を養成 する.

講師…部内講師 ( 3 回目のみ人事 院九
州事務局 )

課 長 研 修 課 長 職 2 5 1 3
第 1回 7

第 2回 7

遇 嘉 憲 ra j ゥ蒜姦義郎

委託先…産業能率短期大学
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区

分
研 修 名 対 象

国

数
人 員

日

数
裏地時期 内 容

専

門

研

修

行 政 法 研 修 全 職 員 1 4 3 1 4

月

1 0 ~ l 2

行政及び行政法 の意義 、特質を理廃す る

とともに行政処分 を法律行為 として思考、

処理す る能力を養 う

講師…..儲 大教 授

接 遇 指 導 者
係 長 職 1 1 0 5 i i

職 員研鯵升で実施する接遇研修及び職場野鯵

の指導者として必要な知識技能を習得さ.既)
養 成 研 修 講師一▼.…人事 . 教育 コンサルタ ン ト、

国立療養所東佐賀病院

栄 養 士 研 修 栄 養 士 12 2 1 1 4～3

複雑多肢化す る栄養士の業務 を合 理的か

つ能率的に遂行す る能力を養 う

講師 熊大、熊本女子大、その他

電気技術研修 電 気 技 衛 職 2 3 4 1
第1回 6

第2回 2

公害防止 について、工陽ビルの照明 につい

て、電気設備技術基準の改正について、その

他 講師…...部内講師

煤

ft

研

修

農 母研蕎
保 母 2 3 5 3

第1回1 1
第2回1 1

講師..….主 に部内講師

主 任
保母研修 主 任 保 母 1 1 6 2 2 講師 .‥...部内講師

園長研修 園 長 1 1 7 3 1 講師 .….部 内講師

調理士研修 調 理 士 1 1 9 2 1 講師 .ー….部 内講師

保育園職員
研 像 会

全 職 員 1 1 5 0 1 3 講師 .…‥日本社会福祉事業大学

派遣研 像 1 0 5 7

そ

の

他

の

研

修

管理者講輯会 管 理 者 2 1 6 0 1
第1回1 0

第2回 1

テI マl..「これか らの地方行財政」

講師 ….‥公営企業金融公庫

テ1 マ... 「地方 自治の展望」

講師 .…‥地方行財政調査会

.職 場 研 修
企 画 調 整 課

ほ か 3 課
6 1 講師 ……熊大、 熊本西税務署、 その他

ウ　派遣研修

研 修 名 場 所 、 人 員 期 間

海 外 派 遣 研 修 東 西 欧 州 諸 国 1
1 9 日

研 修 所 派 遣 研 修 2 4

都 市 派 遣 研 修 (I) 広 島 市 ほ か 2 9 2 ～ 4

市研 (2 北 九 州 市 ほ か 1 6 2 ～ 3

派修 〝 ¢) 宮 崎 市 ほ か 1 6 o

各 課 派 遣 研 .修 9 5

節

*

研 究 生 5

聴 講 生 1 5

エ　通信教育

研 修 名 対 象 A 人 員 実 施 時 期 内 容

通 信 教 育 全 職 員 5 7
月

7 ~ 1

教養 コース、事務管理 コー ス、

コン ビユq クー コースほか全 9
コI ス
実施校 .…..産業能率短期大学
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9　選　　挙

(1)永久選挙人名簿登録者数
(昭5 2.6.1 6登顛者数)

開 票 区 投 票 区 投 票 所 男 女 計

1

1 砺 台 小 学 校 1,5 8 3 2 ,2 0 7 3 ,7 9 0

2 願 本 信 愛 女 学 院 幼 稚 園 9 6 3 1,4 8 9 2 ,4 5 2

3 披 . 山 中 学 校 2 ,9 6 2 2 ,6 5 7 5 .6 1 9

4 黒 髪 小 学 校 1 ,6 4 1 1.8 7 2 3 .5 1 3

5 市 立 高 校 1,4 1 2 1,8 4 5 3 .2 5 7

6 龍 田 中 央 公 民 館 2 ,6 9 7 2 ,9 7 6 5 .6 7 3

7 城 北 小 学 校 9 4 1 1,0 1 9 1 .9 6 0

8 八 景 水 谷 公 民 館 2 ,7 8 4 1,7 2 0 4 .5 0 4

9 清 水 小 学 校 2 ,6 4 5 3 ,1 5 1 5 .7 9 6

1 0 高 平 台 小 学 校 3 ,0 5 3 3 .5 7 1 6 .6 2 4

l l 京 陵 中 学 校 1,3 4 7 1,7 8 7 3 .1 3 4

1 2 壷 川 小 学 校 2 ,0 5 7 2 ,7 2 0 4 .7 7 7

1 3 市 役 所 1 ,6 7 9 2 ,5 9 9 4 .2 7 8

1 5 慶 徳 小 学 校 8 8 9 1,2 9 1 2 .1 8 0

1 6 五 福 小 学 . 校 1 ,0 1 1 1,4 2 3 2 .4 3 4

1 7 「 新 幼 稚 校 1,0 7 3 1,5 9 1 2 ,6 6 4

1 8 】 新 小 学 校 1,5 3 6 2 ,1 2 6 3 ,6 6 2

1 9 横 手 保 育 園 8 6 7 1,1 0 3 1 .9 7 0

2 2 京 町 台 保 育 園 1,4 8 9 1,8 5 1 3 ,3 4 0

2 3 池 田 小 学 校 2 ,3 8 2 2 ,5 6 3 4 ,9 4 5

3 9 1 m 小 .学 校 1 ,3 3 0 1,8 9 3 3 ,2 2 3

4 0 鎮 西 高 校 1,1 9 7 1,7 4 2 2 ,9 3 9

4 1 大 江 小 学 校 2 ,3 6 2 2 ,7 9 8 5 ,1 6 0

4 2 九 州 学 院 1 ,5 4 7 1,9 6 白 3 ,5 1 5

7 4 楠 小 学 校 2 ,6 2 7 2 ,9 5 6 5 ,5 8 3

7 5 託 麻 北 小 学 校 1 ,1 4 6 1,2 8 2 2 .4 2 8

7 6 託 麻 酉 小 学 校 3 ,4 5 4 3 ー7 0 9 7 ,1 6 3

7 7 託 麻 東 小 学 校 1 ,9 2 3 2 ,1 6 3 4 .0 8 6

8 2 麻 生 田 小 学 校 2 ,3 2 8 2 ,6 4 2 4 ,9 7 0

8 4 弓 削 出 村 公 民 館 1 ,5 2 2 1,8 2 0 3 .3 4 2

8 5 亀 井 公 民 館 1 ,2 9 5 1,4 8 9 2 .7 8 4

小 計 5 5 ,7 4 2 6 6 ,0 2 3 1 2 1 .7 6 5

2

2 0 花 園 公 民 館 1 ,4 4 9 1 ,8 0 1 3 ,2 5 0

2 1 花 園 小 学 校 2 ,3 3 1 2 ,7 1 0 5 ,0 4 1

2 4 古 町 小 学 校 1 ,8 9 5 2 ,5 4 4 4 ,4 3 9

2 5 白 坪 小 学 校 1 ,4 8 5 1 ,7 5 7 3 ,2 4 2

2 6 春 日 小 学 校 2 ,1 3 9 2 ,5 9 1 4 ,7 3 0

2 7 春 日 保 育 園 9 5 8 1 ,2 9 3 2 ,2 5 1

2 8 岳 林 寺 1 ,4 8 6 1 ,9 5 9 3 ,4 4 5

2 9 城 西 小 学 校 2 ,5 5 8 3 ,1 1 9 5 .6 7 7

3 0 池 上 小 学 校 1 ,7 5 8 2 ,0 3 2 3 ,7 9 0

3 1 城 山 小 学 校 2 ,1 3 0 2 ,5 1 0 4 .6 4 0

3 2 松 尾 東 小 学 校 5 0 7 6 2 6 1 .1 3 3

3 3 松 尾 西 小 学 校 5 5 9 6 5 1 1 ,2 1 0

3 4 松 尾 北 公 民 館 1 1 1 1 1 0 2 2 1

3 5 小 島 小 .学 校 1 ,0 5 1 1 ,2 5 1 2 ,3 0 2

3 6 有 明 保 育 園 2 6 0 2 7 8 5 3 8

3 7 中 島 中 央 公 民 館 7 0 1 8 3 5 1 .5 3 6

3 8 沖 新 漁 協 の り 倉 庫 7 4 4 8 5 1 1 .5 9 5
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開 票 区 投 票 区 投 票 所 男 女 計

2

6 3 本 荘 小 学 校 1,4 3 6 2 ,0 0 3 3 ,4 3 9

6 4 春 竹 小 学 校 2,5 1 1 3 ,1 2 0 5 ,6 3 1

6 5 事 業 内 高 等 職 業 訓 練 校 1,3 0 4 1 ,6 0 1 2 ,9 0 5

6 6 向 山 小 学 校 1,8 6 1 2 ,2 2 5 4 ,0 8 6

6 7 世 安 公 民 館 1,1 9 0 1 ,3 9 8 2 ,5 8 8

6 8 口 舌 小 学 校 2,4 0 6 2 ,6 8 9 5 ,0 9 5

6 9 力 合 小 学 校 2,5 7 2 2 ,9 0 2 5 ,4 7 4

7 0 川 尻 公 会 堂 1,5 5 8 1 ,8 3 8 3 ,3 9 6

7 1 城 南 中 学 校 1,5 9 3 2 ,4 2 2 4 ,0 1 5

7 2 御 幸 小 学 校 1,7 4 1 1 ,9 8 8 3 ,7 2 9

7 3 田 迎 小 学 校 2,9 5 0 3 ,2 6 4 6 ,2 1 4

7 8 准 陵 幼 稚 園 1,9 6 6 2 ,4 3 4 4 ,4 0 0

8 8 森 下 保 育 園 1,4 8 8 1 ,5 7 9 3 ,0 6 7、

小 計 4 6 ,6 9 8 5 6 ,3 8 1 1 0 3 ,0 7 9

3

4 3 く る み 保 育 園 1,6 0 7 1 ,7 6 3 3 ,3 7 0

4 4 託 麻 原 小 学 校 2,9 3 7 3 ,4 1 3 6 ,3 5 0

4 5 東 水 前 寺 公 民 館 2,0 9 4 2 ,5 9 6 4 ,6 9 0

4 6 青 山 中 学 校 2 ,4 2 1 2 ,6 8 9 5 ,1 1 0

4 7 京 塚 公 民 館 1,2 ` 2 1 ,4 7 9 2 ,7 2 1

4 8 尾 ノ 上 4 、 学 校 2 ,7 8 7 3 ,0 5 0 5 ,8 3 7

4 9 西 原 小 学 校 2 ,5 4 3 2 ,6 9 6 5 ,2 3 9

5 0 出 水 小 学 校 1,5 9 7 2 ,1 5 1 3 ,7 4 8

5 1 覚 法 寺 1,2 6 5 1 ,6 1 4 2 ,8 7 9

5 2 砂 取 小 学 校 2 ,4 6 4 3 ,2 2 3 5 ,6 8 7

5 3 熊 本 ろ う あ 会 館 9 3 2 1 ,0 9 0 2 ,0 2 2

5 4 健 軍 小 学 校 1,4 0 7 1 ,3 7 6 2 ,7 8 3

5 5 湖 東 中 学 校 2 ,2 8 0 2 ,7 0 1 4 ,9 8 1

5 6 泉 ケ 丘 小 学 校 1,4 6 5 1,7 4 6 3 ,2 1 1

5 7 泉 ケ 丘 公 民 館 1,6 1 4 2 ,0 6 6 3 ,6 8 0

5 8 の ぞ み 保 育 園 2,2 6 4 2 ,6 6 7 4 ,9 3 1

5 9 秋 津 第 二 公 民 館 1,1 7 8 1 ,3 1 0 2 ,4 8 8

6 0 画 図 公 民 館 1,2 9 5 1 ,4 8 3 2 ,7 7 8

6 1 白 山 小 学 校 2,8 6 1 3 ,3 3 9 6 ,2 0 0

6 2 白 山 保 育 園 8 2 6 1 ,0 6 1 1 ,8 8 7

7 9 東 町 小 学 校 2,5 1 6 2 ,7 2 4 5 ,2 4 0

8 0 江 津 湖 団 地 第 二 集 会 所 1,6 0 4 1 ,8 7 4 3 ,4 7 8

8 1 帯 山 公 民 館 1,7 2 5 2 ,0 5 2 3 ,7 7 7

8 3 板 木 小 学 校 2,3 4 6 2 ,5 5 3 4 ,8 9 9

8 6 尾 ノ 上 第 一 町 内 公 民 館 2,4 2 6 2 ,4 6 6 4 ,8 9 2

8 7 出 水 中 学 校 2,1 6 1 2 ,4 9 9 4 ,6 6 0

8 9 西 原 公 民 館 9 4 1 1 ,0 9 9 2 ,0 4 0

9 0 東 野 中 学 校 1,6 8 3 1 ,8 9 6 3 ,5 7 9

9 1 帯 山 校 区 第 六 町 内 公 民 館 1,2 5 7 1 ,4 0 8 2 ,6 6 5

小 計 5 3 ,7 3 8 6 2 ,0 8 4 1 1 5 ,8 2 2

合 計 1 5 6 ,1 7 8 1 8 4 ,4 8 8 3 4 0 ,6 6 6
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(2)市議会議員選挙各種記録の推移

選挙 施 行 年 月 日

区 分
昭 3 4 .4 . 3 0 昭 3 8 . 4 . 3 0 昭 4 2 .4 .2 8 昭 4 6 . 4 .2 5 昭 5 0 . 4 .2 7

有 権 者 総 数 2 0 8 ▼5 4 2 2 2 6 ,4 4 0 2 4 9 ,6 8 5 3 0 1 ,8 6 4 i 3 1 8 .1 6 9

投 票 者 数 1 6 2 ,6 5 3 1 6 5 ,7 6 3 1 8 4 ,4 7 2 2 1 9 ,8 0 8 2 2 9 ,0 7 6

投 票 率 (% ) 一7 8 .0 0 7 3 .2 0 7 3 .8 8 7 2 .8 2 7 2 .0 0

立 候 補 者 数 7 9 9 6 9 9 8 9 6 8

定 数 4 8 4 8 4 8 5 2 5 2

最 高 得 票 数 5,5 6 7 4 ,5 2 8 3 ,6 6 4 4 ,6 6 1 5 ,6 1 8

当 選 者 最 低 得 票 数 1,7 5 9 1 ,7 3 4 1 ,9 1 6 2 ,4 3 8 2 ,7 0 0

立 候 補 者 最 高 年 齢 6 8 6 9 6 8 6 6 6 8

〝 最 低 年 齢 2 5 2 5 2 9 2 6 2 7

(3)各種選挙の投票率
(単位　%)

開 票 区
第 1 第 2 第 3 全 体

選 挙 別

参議 院議 員 通常 選 挙 (昭 4 9 . 7 . 7 ) 7 5 .8 4 7 6 .3 6 7 6 .2 1 7 6 .1 2

聯 本 市 長 選 挙 (昭 4 9 .1 2 . 1 ) 6 1 .9 2 6 1 .9 5 6 0 .6 7 6 1 .5 1

熊 本 県 知 事 選 挙 (昭 5 0 . 軍. 2 ) 3 9 .1 6 3 7 .0 2 3 7 .8 3 3 8 .0 6

県 議 会 議 員 選 挙 ( 昭5 0 . 4 ユ3 ) 6 8 .4 5 7 1 .5 6 6 7 .8 3 6 9 .1 9

市 議 会 議 員 選 挙 ( 昭5 0 . 4 .2 7 ) 7 0 .0 7 7 6 .5 4 6 9 .8 7 7 2 .0 0

衆 議 院 議 員 総 選 挙 ( 昭5 1 .1 2 . 5 ) 7 3 .8 2 7 3 .6 6 7 3 .7 6 7 3 .7 5

参 議院 議 員 通 常選 挙 (昭 5 2 . 7 .1 0 ) 7 2 .0 7 7 2 .4 8 7 2 .7 5 7 2 .4 2
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(4)各種選挙党派別得票状況

党 派別
選 挙 別 区 分 自 民 社 会 公 明 . 民 社 共 産 無 所 属 計

参議 院 議 員通 常 選 挙

( 地 方 区 )

定 数 2

総 得 票数 1 2 4 ,5 7 6 9 9,4 0 9
l l

1 2 ,6 2 8 6 7 7 2 3 7,2 9 0

最 高 〝 7 2 ,7 5 1 9 9,4 0 9 - - 1 2 ,6 2 8 4 9 7

最 低 〝 5 1,8 2 5 9 9,4 0 9 - - 1 2 ,6 2 8 1 8 0

得 票 率(瑚 5 2.5 0 4 1.8 9 - - 5 .3 2 0 .2 9 1 0 0

候 補 者数 2 l - 1 2 6

熊 本 市 長 選 挙

総得 票 数 1 1 8,1 0 3 4 1,5 7 8 1 3,6 9 6 - 6 ,9 7 5 1 5 ,2 0 5 1 9 5 ,5 5 7

最高 〝 1 1 8 ,1 0 3 4 1,5 7 8 1 3,6 9 6 - 6,9 7 5 1 4 ,8 1 3

最低 〝 1 1 8 ,1 0 3 4 1,5 7 8 1 3,6 9 6
-

6,9 7 5 3 9 2 -

得票 率 的 6 0 .3 9 2 1.2 6 7.0 0 - 3 .5 7 7 .7 8 1 0 0

候補 者 数 1 1 1 - 1 2 6

熊 本 県 知 事 選 挙

総得 票 数 9 8 ,9 6 0
- 2 2 ,5 6 7 , 1 2 1 ,5 2 7

最高 〝 9 8 ,9 6 0
- - 2 2 ,5 6 7 I

最 低 〝 9 8 ,9 6 0 - - 2 2 ,5 6 7 I

得票 率 的 8 1.4 3 - - 1 8 .5 7 1 0 0

候補 者 数 1 - - 1 2

県 議 会 議 員 選挙

( 熊本 市 選 挙 区 )

定 数 1 5 .

総得 票 数 8 9 ,5 1 4 4 6 ,6 8 6 3 2,3 9 0 - l l.6 5 3 3 9 ,6 2 1 2 1 9 ,8 6 3

最高 〝 1 5 ,8 8 3 l l,1 9 4 l l,0 0 4 - l l,6 5 3 9 ,5 6 5 -

最低 〝 1 0 ,0 1 8 8 ,7 5 9 1 0,5 1 7 - l l,6 5 3 9 ,5 6 5 -

得票 率 00 4 0 .7 1 2 1.2 4 1 4 .7 3 - 5.3 0 1 8.0 2 1 0 0

候 補者 数 7 5 3 - 1 7 2 3

市 議 会 議 員 選 挙

定 数 5 2

総得 票 数 5 4 ,1 6 4 4 3 ,5 8 7 2 9,6 8 7 - 9,8 0 7 8 9 ,9 4 6 2 2 7 ,1 9 3

最高 〝 4,7 4 9 4 ,3 9 4 3,5 4 5 - 2 ,9 2 1 5 ,6 1 8 -

最低 〝 2,7 6 8 2 ,7 0 0 3 ,0 8 5 - 2 ,8 2 7 2 ,7 0 5 -

得票 率 ㈲ 2 3.8 4 1 9 .1 8 1 3 .0 7 - 4 .3 2 3 9.5 9 1 0 0

候補 者 数 14 1 3 9 - 4 2 8 6 8

衆 議院 議 員 総 選 挙

( 熊本 県 第 1 区 )

定数 5

総 得票 数 1 3 9 ,9 6 2 4 2 ,4 9 5 4 4 ,8 1 1 - 1 8 ,2 2 9 2 4 5 ,4 9 7

最 高 〝 4 0 ,6 8 1 4 2 ,4 9 5 4 4 ,8 1 1 - 1 8 ,2 2 9

最 低 〝 2 9 ,1 4 1 4 2 ,4 9 5 4 4 ,8 1 1 - 1 8 ,2 2 9

得票 率 的 5 7.0 1 1 7 .3 1 1 8 .2 5 - 7 .4 3 - 1 0 0

候補 者 数 4 1 1 - 1 7

jV l 選 挙

(地 方 区 )

定 数 2

総得 票 数 1 4 5 ,2 3 7 8 3 ,3 9 8 - 9 ,7 5 6 - 2 3 8 ,3 9 1

最高 〝 7 7 ,5 5 7 8 3 ,3 9 8 - 9 ,7 5 6 - -

最 低 〝 6 7 ,6 8 0 8 3 .3 9 8 - 9 ,7 5 6 - -

得票 率 的 6 0 .9 3 3 4 .9 8 - 4 .0 9 - 1 0 0

候 補者 数 2 1 - 1 - 4

(注)　o県、市議選の最低得票数は当選者分を示す

o国会議員の選挙については、熊本市の投票結果を記載

o按分による小数点以下の得票数は省略

-51-



10　名　誉　市　民

故徳富蘇峰氏(昭和3 0年表彰)

文久3年1月生まれ。近世日本の先覚者として、またー　すぐれた思想家であった。

熊本在任中は大江義塾の創始者として子弟の教育に専念し、その啓蒙的影響が大であった。

95歳で死去

故高橋守雄氏(昭和3 0年表彰)

明治1 6年1月生まれO　第7代市長として、 3大事業などを完遂(二十三聯隊の移転、市電、上水道の開

設その他)熊本市の近代化.発見繁栄につくし、またt教育者として、郷土教育の振興育成に活躍した.

73歳で死去

故細川護立氏(昭和3 5年表彰)

明治1 6年1 0月生まれ。細川家1 6代当主、有斐学舎の奮長、また、肥後奨学会の総裁に就任.多額の

奨学金を出資し学徒の育成援護につくした。さらに国の文化財保護委員会委員として、本市の重要文化財、

史跡名勝などの保存活用に貢献した。

87歳で死去

故福田令寿氏(昭和3 5年表彰)

明治6年1月生まれO　医師開業のかたわら、五高、医専などで教鞭をとり、子弟の教育に専念のほか、社

会文化、社会福祉関係の諸要職を歴任した。特に県の文化功労者にえらはれたほか、かずかずの叙勲、受・賞

にかがやき、郷土の社会文化、福祉の向上発展につくした功線は大きい。

1 0 0歳で死去

故宇野哲人氏(昭和4 4年表彰)

明治8年1 1月生まれ。東京帝国大学で漢学、中国哲学の教授、名誉教授としてのすぐれた業績は、郷士

熊本の文運の興隆に、多くの影響をあたえた。また,現在わが国にかける漢学関係の学究者で、直接.間接

に氏の薫陶、影響を受けないものはないといっても過言ではな㌔,0

97歳で死去

堅山南風氏(昭和44年表彰)

明治2 0年9月生まれ。横山大観画伯Ti:どに師事、日本画に精進し、その多くの作品のうえに肥後の郷土

色のにじみ出た芸術の香りがよく生かされている。

氏のすぐれた業績(も現在、大観画伯なき後の日本画壇の第一人者といわれ、また、郷土文化の進展に大

きく貢献している。

現在89歳
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(2)予算総括表
(単位　千円)

年 度

5 2 年 度

5 1 年 度 予 算

it
伸 率

牲 卜 03)

会 計 別
当 初 予 算 仏 )

当 初 予 算 但 ) 現 計 予 算
牲 ト Q3)

田 )

I 般 会 計 5 0,0 4 0 ,0 0 0

%

4 9 .0 4 2 ,7 1 8 70 0 0

%

4 8 .4 5 0 ,8 9 7 ,1 0 9

%

5 0 ー8 7 ,3 2 2 ,0 0 0

. .

1 7 .1

特 別 会 計 3 8万 4 3 ,8 9 1 3 7 .7 3 3 ,7 3 1 ,8 8 1 3 8 .2 3 6 ,2 7 0 ,3 7 3 3 6 .3 4 .8 1 2 ,0 1 0 1 4 .3

国 民 健 康 保 険 会 計 1 0,7 2 1 ,3 7 5 1 0 .5 9 ,1 1 9 ,2 2 8 1 0 .3 9 ,4 4 5 ,1 9 4 9 .4 1 ,6 0 2 ,1 4 7 1 7 .6

. 輩 宅 響 賢 妻 貸 詳
1 2 3 ,7 5 4 0 .1 7 8 ,0 8 4 0 .1 1 0 2 .7 3 6 0 .1 4 5 ,6 7 0 5 8 .5

墨 僻 書 隻 聖 書
5 6 ,6 0 7 0 5 0 ,0 8 0 0 5 3 ,6 6 1 0 .1 6 ,5 2 7 1 3 .0

交 通 災 害 共 済 事 業 会 計 6 9 ,0 3 0 0 .1 8 5 ,6 0 5 0 .1 9 5 ,3 7 1 0 .1 ∠ゝ 1 6 ,5 7 5 ∠ゝ 1 9 .4

食 肉 セ / ク ー 会 計 1 5 6 ,2 1 6 0 .2 2 9 3 ,4 9 0 0 .3 3 1 0 ,2 8 2 0 .3 ∠ゝ 1 3 7 ,2 7 4 ∠4 6 .8

農 業 共 済 事 業 会 計 2 3 9 ,5 8 7 0 .2 1 9 7 ,4 4 7 0 .2 1 8 1 ,4 9 9 0 .2 4 2 ,1 4 0 2 1 .3

産 業 振 興 資 金 会 計 1,5 7 5 ,0 9 8 I .5 1 ,2 9 0 ,3 9 0 1 .5 1 ,3 9 0 ,3 9 0 1 .4 2 8 4 ,7 0 8 2 2 .1

完 走 貨 晶 覧 誓 書
2 6,2 9 6 0 2 3 ,9 4 9 0 2 4 ,6 5 2 0 2 ,3 4 7 9 .8

恥 、 事 業 会 計 1,5 1 4 ,3 9 9 1 .5 - 1 ,5 1 4 ,3 9 9

競 輪 事 業 会 計 1 9,1 5 1 ,1 2 7 1 8 .7 1 8 ,0 5 9 ,1 6 7 2 0 .5 1 9 ,6 7 8 ,8 4 4 1 9 .7 1 ,0 9 1 ,9 6 0 6 .0

熊 本 .城 会 計 2 7 8 ,1 0 8 0 .3 2 6 7 ,0 2 6 0 3 2 8 9 ,0 6 4 0 .3 l l ,0 8 2 4 .2

都 市 開 発 資 金 会 計 3 6 ,7 5 0 0 2 4 3 ,6 0 4 0 .3 9 1 ,5 4 0 0 .1 ∠ゝ 2 0 6 ,8 5 4 ∠ 8ゝ 4 .9

. 童 ㌔ 第 *- 毒 撃 穿 ′
3 1 1 ,1 2 7 0 .3 3 2 8 ,7 0 4 0 .4 3 3 5 ,5 1 8 0 -3 ∠ゝ 1 7 .5 7 7 ∠ゝ 5 3

童 ㌔ 第 有 毒 響 穿
9 ,0 7 1 0 4 6 ,5 1 0 0 3 6 ,1 3 8 0 ∠ゝ 3 7 ,4 3 9 ^ 8 0 .5

窯 興 毒 地 区 碧 整 芳
5 1 ,0 4 3 0 .1 6 7 ,0 6 6 0 .1 6 9 ,6 7 3 0 .1 ∠ゝ 1 6 ,0 2 3 ∠ゝ 2 3 .9

公 共 下 水 道 事 業 会 計 3 ,8 5 5 ,5 2 7 3 .8 3 ,5 8 1 ,5 3 1 4 .1 4 ,1 6 5 ,8 1 1 4 .2 2 7 3 ,9 9 6 7 .7

蛮 幣 賓 隻 撃 舎
3 6 8 ,7 7 6 0 ー4 3 6 8 ,7 7 6

-

一 般 . 特 .別 会 計 合 計 8 8 ,5 8 3 ,8 9 1 8 6 .7 7 6 ,4 4 9 ,8 8 1 8 6 .6 8 7 ,1 6 7 ,4 8 2 8 7 .1 2 ,1 3 4 ,0 1 0 1 5 .9

企 業 会 計 1 3,5 3 6 ,8 0 5 1 3 .3 l l ,8 1 7 ,1 0 4 1 3 .4 1 2 ,9 5 1 ,5 0 3 1 2 .9 1 ,7 1 9 ,7 0 1 1 4 .6

産 院 会 計 3 0 6 ,5 7 9 0 .3 2 6 9 ,5 6 1 0 .3 3 1 3 ,2 0 2 0 .3 3 7 ,0 1 8 1 3 .7

市 民 病 院 会 計 2 ,7 7 4 ,1 8 5 2 .7 2 ,2 7 1 ,4 3 1 2 .6 2 ,4 4 9 ,3 9 0 2 .4 5 0 2 ,7 5 4 2 2 .1

水 道 事 業 会 計 5,8 6 7 ,1 3 5 5 .8 5 ,2 1 4 ,2 3 2 5 .9 5 ,7 3 2 β 1 2 5 .7 6 5 2 ,9 0 3 1 2 .5

交 通 専 業 会 計 4,5 8 8 ,9 0 6 4 .5 4 ,0 6 1 ,8 8 0 4 .6 4 ,4 5 6 ,0 9 9 4 .5 5 2 7 ,0 2 6 1 3 .0

総 計 10 2 ,1 2 0 ,6 9 6 1 0 0 8 8 .2 6 6 .9 8 5 1 0 0 1 0 0 ,1 1 8 ,9 8 5 1 0 0 3 ,8 5 3 ,7 1 1 1 5 .7
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(3)一般会計性質別財源充当状況

(単位　千円)

区 分

性 質 別

5 2 年 度 当 初 予 算 5 1 年 ∴度 当 初 予 算

特 定 財 源 】 般 財 源 特 軍 財 源 - 般 財 源

予 算 額 棉

成

也

金 額

棉

成

也

金 額

m

成

也

予 算 額 m

成

也

金 額
棉

成

也

金 額

m

成

也

1 人 件 費 1 5.0 8 4,0 1 3

%

3 0.1 1.0 5 7.9 4 9

%

4.8 1 4,0 2 6,0 6 4

..

5 0.1 13 ,9 7 9,5 4 4

%

3 2.7 9 0 1.1 9 3

%

5.1 1 3,0 7 8,′3 5 l

%

5 2.3

2 物 件 費 2′9 4 9,8 3 7 5.g 6 4 43 0 8 2.9 2,3 0 5,5 2 9 S、2 2,5 2 0,7 5 1 5.g 5 7 7.3 5 9 3.3 1,9 4 3′3 9 2 7.8

3 維 持 補 修 費 7 5 1,4 5 5 1.5 1 0 3,0 9 1 0.5 6 4 8,3 6 4 23 5 6 6,7 5 0 1.3 7 ⊥.1 6 4 0.4 4 9 5,5 8 6 2.0

4 扶 助 費 l l.0 2 2,5 8 2 2 2.0 9,0 2 5,7 0 3 4 1.0 1,9 9 6,′8 7 9 7.1 1 0.2 4 4,9 7 9 2 4、0 8,2 3 6,7 3 8 4 6.5 2,0 0 8,2 4 1 8.0

5 補 助 費 等 1,3 1 4-7 8 9 2.6 1 3 1.8 1 8一 0 .6 1,1 82,9 7 1 42 1,1 5 2,5 5 8 2.7 1 9 7,0 8 4 1.1 9 5 5.4 7 4 3.8

並 通
6 品 設 事 業 13 3 6 7,2 9 1 2 6.7 9,5 2 0.8 3 5 4 3.2 3,8 4 6,4 5 6 13 .7 9,6 4 6,7 6 6 2 2.6 6,3 3 4,1 19 3 5.7 33 1 2,6 4 7 1 3.3

補 助 事 業 8,5 3 6,5 4 7 1 7.1 7,6 13,6 7 9 3 寸Ⅰ6 9 2 2,8 6 8 3.3 6,1 7 2,7 4 3 14 .5 5,3 8 0,9 3 9 3 0.3 7 9 1,0 8 4 3.2

単 独 事 業 4,8 3 0,7 4 4 9.6 1,9 0 7,1 5 6 8.6 2,9 2 3,5 8 8 1 0.4 3′4 7 4 ,0 2 3 8.1 9 5 3 .1 8 0 5.4 2,5 2 0,8 4 3 1 0.1

7 笠 害 復 呈
4 0,7 2 5 0.1 3 9,7 7 8 0.2 9 4 7 0 1 0 2,5 7 9 0.2 9 2 .1 6 0 0.5 1 0,4 1 9 0

8 失 対 事 業 1.3 1 0,0 3 1 2.6 5 1 5,0 5 4 2.3 7 9 4,9 7 7 2.9 7 8 5,2 0 0 1月 4 4 2.6 1 9 2 .5 3 4 2,5 8 1 1.4

fl t * 1,7 9 7,8 8 1 3.6 2 5 8,2 8 6 1.2 1.5 3 9.5 9 5 5.5 1,50 9,4 8 9 3.5 1 6 8,9 9 2 1.0 1,3 4 0,4 9 7 5.4

1 0 積 立 金 9 1,1 5 7 0 .2 9 1,1 5 7 0.4 1 4 6,3 8 9 0,4 1 4 6,3 8 9 0.8

1 1 雷 撃 芸
3 0,4 8 7 0.1 3 0,4 8 7 0.1 3 0,7 8 0 0.1 3 0.7 8 0 0.1

1 2 貸 付 金 5 3 8,1 0 0 1.1 52 8,2 8 5 2.4 9,8 1 5 0 4 6 6,0 0 0 1.1 4 6 6.0 0 0 2.6

1 3 線 出 金 1,6 9 1.6 5 2 3 .4 1 0 1.9 0 3 0.5 1,5 8 9,7 4 9 5.7 1,5 2 6,′2 1 5 3.6 9 4.4 9 1 0.5 1.4 3 1,7 2 4 5.7

1 4 予 備 費 5 0.0 0 0 0.1 5 0,0 0 0 0.2 4 0,0 0 0 0.1 4 0,0 0 0 0.2

合 計 5 0,0 4 0,0 0 0 1 0 0 22 .0 1 8ナ1 6 7 10 0 2 8′0 2 1.83 10 0 4 2,7 1 8,0 0 0 10 0 1 7,7 2 8,3 0 8 川 心2 4朋 9,6 9 2 1 0 0
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(4)一般会計決算の推移
(歳入)

区分

款 年 度

金 額 ( 千 円 ) 構 成 比 的

4 8 4 9 5 0 5 1 5 2 4 8 4 9 5 0 5 1 5 2

1 市 税 1 03 0 4,7 4 1 13,7 8 7.1 6 4 1 5,4 4 2,2 6 8 1 8.5 8 2,5 1 4 1 7,4 6 3,8 2 6 3 3.1 3 2 .3 3 42 3 5.2 3 4.9

2 地 方 譲 与 税 . 1 0 7,3 3 8 1 9 0,4 6 3 2 1 43 4 5 4 0 01 3 1 2 8 1,0 0 0 0.3 0 .4 0.5 鵬 0.6

3 自動 車載 得 税 交付 金 14 3.5 5 8 2 2 22 6 3 2 7 0,1 1 3 3 0 33 7 3 2 7 5,0 0 0 0.5 0 .5 0.6 0.6 0.5

4 常 闇 甥 賢甜 墓 1,9 2 9 2,4 3 4 2,9 2 6 2,9 2 6 2,5 0 0 0 0 0 0 0

ー5 地 方 交 付 税 4β9 9,8 6 4 6,7 0 6′4 4 5 6,4 6 7,5 8 3 7,8 1 4,9 8 9 7,0 00,0 0 0 15.7 1 5.7 1 4 .3 H .8 14.0

6 番 iiB 。撃 犀 霊
9 8.6 9 9 1 0 3,1 5 6 1 1 8,6 3 0 1 1 9,2 1 2 1 1 0,0 0 0 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2

7 分 也 金 及 び 負 担 金 22 9,7 0 7 3 3 7,7 0 6 3 6 5,3 0 6 4 0 0,6 9 5 3 9 2,1 2 8 0.7 0.7 0 .8 0.8 0+8

8 使 用 料 及 び 手 数 料 53 2 ,1 0 5 6 4 5,8 9 5 7 0 0,1 9 3 8 6 2,0 8 1 1,0 0 5′1 0 7 1.7 1.7 1ー5 1.6 2 .0

9 国 庫 支 出 金 6,8 4 4,5 4 0 9,3 5 4 ,2 1 2 1 0,5 8 0,5 0 0 1 2,3 5 23 1 4 1 2,3 川 6 5 2 2 2.0 2 1.9 2 3.4 2 3 .4 2 4Ⅰ6

1 0 県 支 出 金 7 5 1,8 1 5 1,0 2 2,6 0 0 1,2 6 2,4 0 5 1,6 3 2,3 5 9 1,4 6 6,2 6 7 2.4 2.7 2.8 3Ⅰ1 2.9

1 1 財 産 収 入 3 1 3 ,6 8 7 3 8 4,9 0 5 7 9 1,7 8 2 7 1 5,8 9 9 3 9 6,3 9 0 1.0 0.g 1.8 1.4 0.8

1 2 寄 付 金 4 6,9 7 5 1 6,2 7 5 l l.5 2 7 4,5 1 5 1,1 0 1 0.2 0 0 0 0

1 3 繰 入 金 3 8,8 3 5 3 7,5 1 1 3 5β2 9 5 7,8 2 4 4 2,5 1 8 0.1 0 0.1 0.1 0.1

1 4 繰 越 金 1,6 7 4,4 2 2 2,5 1 5,6 3 5 3,3 3 7,9 3 4 2,8 2 7,6 9 1 5 0 0,0 0 0 5.4 6.1 7.4 5.4 1.0

1 5 諸 収 入 3,2 2 1,8 6 6 3,9 8 3,5 3 0 2,8 0 8,7 5 3 2,8 5 0,9 1 8 3,0 0 2,6 1 1 1 0.3 l l.7 6.2 5.4 6.0

1 6 市 債 1,9 6 9,1 0 0 1,9 9 1,0 0 0 2,7 8 6,4 0 0 3′7 9 0,6 0 0 5,7 9 0,9 0 0 6.3 5.2 6.2 7.2 l l.6

合 計 3 1一1 7 9,1 8 0 4 1,3 0 1,1 9 3 45,1 9 6,3 9 4 5 2,7 1 8,1 4 1 5 0,0 4 0,0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 10 0

区分

款 年 度

金 額 ( 千 円 ) 構 成 比 e匂

4 8 4 9 5 0 5 1 5 2 4 8 4 9 5 0 5 1 5 2

1 議 会 費 2 9 5,0 0 1 3 5 1.9 0 3 3 7 8,6 5 6 4 8 9,0 1 0 5 0 1,5 4 3 1.0 0.9 0.9 1.0 1.0

2 総 務 費 3,2 0 6,0 8 8 43 1 2,0 7 0 5,1 5 8,3 9 1 6,8 6 1,6 8 1 5,2 0 2 ,5 0 5 l l.2 9.0 12 .2 1 3.5 10.4

3 民 生 費 7,1 5 6,0 8 4 川 0 3 5月7 9 0,8 7 3,16 4 12,3 3 7,4 8 6 12,1 8 5,4 5 5 2 5.0 2 5.6 2 5.7 2 4.3 24.4

4 衛 生 費 2,4 9 2′1 1 9 3 ,4 6 7,8 6 6 3,7 4 1,3 9 5 4,0 4 3,1 1 3 5,8 9 3 3 2 1 8.7 9.3 8.8 7t9 l l.8

5 労 働 費 8 2 7,7 17 1,0 6 0,4 0 9 1,19 3′2 5 8 1,2 8 1,2 9 7 1,3 10,0 3 1 2.9 2 -8 2.8 2.5 2 .6

6 農 林 水 産 業 費 7 4 1,7 2 3 9 6 1.6 5 6 1.1 8 8一4 7 1 1一4 5 0,9 4 3 1,3 1 6,2 2 3 2.6 2 .9 2.8 2 .9 2.6

7 商 工 費 7 7 9,1 2 2 8 7 5,9 7 0 8 9 7,8 1 2 8 8 4,7 9 2 9 6 1,0 6 8 2.7 3 .7 2.1 1.7 1.g

8 土 木 費 6,0 8 5,8 0 9 6,9 8 7,0 4 9 8,0 8 3,6 2 0 8,9 7 1,9 6 6 8,7 9 6,9 4 2 2 1.2 2 0 .8 1 9.1 17、6 1 7.6

9 消 防 費 1,0 5 7,7 8 6 1,6 2 7,2 5 0 1,8 3 5.8 9 6 1.9 1 1.3 1 0 2,0 7 23 8 6 3.7 4、0 43 3 .8 4.1

1 0 教 育 費 3′5 9 3,3 7 9 5,5 7 6,6 7 6 5,6 7 4,7 2 8 8,13 3,9 0 9 8,0 4 9,5 0 5 1 2.5 1 6.4 1 3.4 1 6.0 1 6.1

1 1 災 害 復 旧 費 1 9 4,7 4 7 2 3 4ユ4 7 1 1 1,3 6 4 1 0 8,2 2 7 4 0,7 2 5 0.7 6-5 0.3 0.2 0.1

1 2 公 債 費 8 0 8,6 9 9 1,0 3 5朋 0 1′2 3 8,1 2 7 1,5 3 5′5 7 4 1,8 1 1.6 8 7 2l8 2、7 2.9 3.0 3.6

1 3 諸 支 出 金 1,4 2 5,2 6 9 1,4 6 0,8 9 2 1,9 9 3′8 2 1 2,8 5 7,5 4 3 1一8 4 8,6 09 5.0 0.5 4l7 5.6 3.7

1 4 予 備 費 0 0 0 0 5 0,0 0 0 - - - - 0.1

合 計 2 8,6 6 3 ,5 4 5 3 7,9 8 7,5 5 7 2,3 6 8,7 0 3 5 0,8 6 6,8 5 1 5 0,0 4 0,0 0 0 10 0 1 0 0 1 0 0 10 0 10 0

(荏) 5 1年度は決算見込額、 5 2年度は当初予算額を示す
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12　市　　税

(1)市税の税率及び納期

税 目 税 率 納 期 限

育

氏

秩

個

人

均 等 割 1,2 0 0 円

1 期 6 / 1 6 / 3 0

所 得 割

課 税 所得金 額 税 率

3 0 万円以下 2 %

3 0 万円 超 3 %

5 0 万円 〝 4 %

8 0 万円 〝 5 %

1 1 0 万円 〝 6 %

2 期 / 1 8 / 3 1

1 5 0 万円 〝 7 %

2 5 0 万円 〝 8 %

3 期 1 0 / 1 - l l / l

4 0 0 万円 〝 9 %

6 0 0 万円 〝 1 0 %

1,0 0 0 万 円 〝 1 1 %

2,0 0 0 万 円 〝 1 2 %

3,0 0 0 万 円 〝 1 3 %

5ー0 0 0 万円 〝 1 4 %

4 期 1 / I 1 / 3 1

0 一般 的な申告納付期限 各事業年 度終

了の日から 2 カ月以 内、但 し、 税 務署

長の承 認を受 けた ものは 3 カ月 以内

0 人格 のない社団等で収益事業 を行わな

汰

人

均 等 割

の 資本金 1 億円超の法人及び相互会社で

その市内の事務所等 の従業者数が 1 0 0

人超の もの 8 0,0 0 0 円

の 資本金 1 億 円超の法人及び相互会社 で

防)以外の もの並 びに資本金 1,0 0 0 万 い もの 公共法人、公益法人で均等割

円趨 1 億 円以下の法人 2 4 ,0 0 0 円 のみ を課 され るもの
(?) (7 ).及び的 の法人以外の法人等

8 ,0 0 0 円

4 月 3 0 日

市民税 と同 じ

法人 税割 1 4 .5

1 0 0

県

氏

税

個

人

均 等 割 3 0 0 円

filr 侍 割

課税 所得 金 額 税 率

1 5 0 万円以下 2 %

1 5 0 万円 超 4 %

固 定 祭 産 税 1.4

1 期 4 / 1 - 4 / 3 0

2 期 7 / l~ 7 / 3 1

1 0 0 3 期 9 / 1- 9 / 3 0

4 期 1 2 / 1- 1 2 / 3 1

都 古 計 画 税 0.2

1 0 0
固定資産税 と同 じ

軽 自 動 車 税

1 原動機付 自転車

の 轟醜 F気 量が 5 0 c c 以下 6 5 0 円

W ) // 9 0 c c // 1.0 0 0 円

C>) 〝 1 2 5 c c 〝 1,3 0 0 円

2 軽 自動車
の二輪の もの ( 側幸付 を含 む ) 2 ,0 0 0 円

V )三輪のもの C 2 ,0 0 0 円 2,6 0 0円
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税 . 目 税 率 納 期 限

脚 ? もめ{雷 f霊 8 8胃は‥,2 0 0,9 0 0器

財 のもの {雷 2,9 0 03,3 0 0呂

円雪上車 2,0 0 0円

3 小型特殊自動車
の 農耕作業用自動車 1,3 0 0円
の 刈聴脱穀作業自動車 1,3 0 0円
(9) その他のもの 3,9 0 0円

4 二輪の小型自動車
総排気量が2 5 0 C C 超 3,3 0 0円

(荏) ( ) の金額は排出ガスの5 1 年度
規制適合車及び 5 3 年度規制車に適用

される税率

5/ l ~ 5/ 3 1

市たばこ消費税 1 8.1%
小売人又は直接消費者に売り渡した月の
翌月末日まで

亀 気 税 5 % 毎月 2 5 日

ガ ス 税 2 % 毎月 2 5 日

木 材 引 取 税

( 1立方メートル当たり)

1 す ぎ 9 7 円
2 ひのき 1 1 9 円
3 ま つ 7 6 円
4 広報 9 0 円
5 けやき及びまかば 広葉樹の1.3倍
6 内地産のくす、なら、ほほ、えんじゆ、く
わ、しほじ、やちだも、くるみ(さあくるみ
を含む) 、けんほう、なし及びくり

以上広葉樹の1.2倍

7 内地産のかし類(あかかし、あらかし、し
らかし、うはめかし及びいちがし)

広葉樹の1.1倍

8 ぶな及びしい 広葉樹の0.6倍
9 針葉樹のパルプ用杖及び坑木

1.2.3 の0.6倍
10 広築肘の/くルプ用杖及び抗木

広葉樹の0.5倍

毎月 7 日

商品券発行税 商品券発行額の2 % 毎月1 0 日から末日

特別土地保有税

土地の所有に対して課するもの 鵜 土地の所有に係るもの(保有分 ) 5月末日

土地碩 得に対して課するもの 丁缶 土地の取得に係るもの(取得分) 8月末E]
2月末日

事 業 所 税

1 既設分 既設分

の 街宣醇u 事業所床面揖 1 nfにつき 法人- 各事業年度終了の日から2カ月以内
年3 0 0 円

V ) 従覧矧 従業静 城 額の 菩提

2 m m 分
新増設事業所床面揖 1Ⅱtにつき5,0 0 0円

個人 - その年の翌年 3 月 1 5 日
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(2)納税義務者の推移

税 目 年 度
4 7 i 8 4 9 5 0 5 1

市

氏

税

個

人

普 均等 割 の み 2 2,2 0 2 2 0 ,2 5 9 1 7▼7 4 0 1 5 ,5 9 6 7 ,3 4 1

過 所得 割 のみ 4 ,1 2 2 5 ,3 2 1 7 ,1 7 5 4 ,8 8 8 5 ,8 6 5

敬 完 全納 税 者 2 0,8 0 6 2 2 .2 0 4 2 1 ,9 6 6 2 1 ,1 7 1 2 4 ,3 3 9

収 計 4 7 ,1 3 0 4 7 ,7 8 4 4 6 ,8 8 1 4 1 ,6 5 5 3 7 ,5 4 5

特 均 等割 のみ 1 3ー6 5 4 l l ,6 8 7 1 0 ,5 4 1 9 ,4 6 2 4 ,6 7 0

刺 所 得割 のみ 9 .9 3 3 l l ,6 9 6 1 2 ,6 8 1 l l,7 3 8 1 2 ,8 2 2

サ 完 全納 税 者 8 3 ,8 5 3 8 7 ,5 7 7 9 2 ,1 1 2 9 3 ,4 9 0 9 6β 8 7

収 計 1 0 7 ,4 4 0 1 1 0 ,9 6 0 1 1 5 ,3 3 4 1 1 4 ,6 9 0 1 工4,3 7 9

小 計 1 5 4 ,5 7 0 1 5 8 ,7 4 4 1 6 2 ,2 1 5 1 5 6 ,3 4 5 1 5 1 ,9 2 4

法 人 調 定 件 数 1 0,5 5 8 l l ,5 5 6 1 2 ,8 9 7 1 3 ,0 0 6 1 3 ,1 1 6

囲 資 土 地 及 び 家 屋 8 6 ,1 9 6 8 6 ,4 6 8 8 9 .1 7 6 9 3 ,9 3 7 9 6 ,4 8 0

産

定 税

償 却 資 産 ( 2 ,4 1 4 ) ( 1,6 8 9 ) ( 1 ,8 3 7 ) ( 1 ,9 9 7 ) ( 2 ,1 0 5 )

小 計 8 8 ,6 1 0 8 6 ,4 6 8 8 9 ,1 7 6 9 3 ,9 3 7 9 6 ,4 8 0

軽 自 動 車 税 7 0 ,5 7 5 7 1 ,5 4 7 7 1 ,2 6 4 7 0 ,8 5 2 6 8 ,9 4 3

合 計 3 2 4 ,3 1 3 3 2 8 ,3 1 5 3 3 5 ,5 5 2 3 3 4 ,1 4 0 3 3 0 ,4 6 3

対 前 年
増 加 数 1 4,3 7 2 4 ,0 0 2 7 3 3 7 △ 1,4 1 2 △ 3.6 7 7

伸 長 率 e匂 1 0 5 1 0 1 1 0 2 9 9 .6 9 8 .9

(荏)償却資産に係る( )は土地及び家屋に含む

(3)市税収入状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位千円)

年度

税 目

5 0 5 1

調 定 額 収 入 額 収 入 率 的 調 定 額 収 入 額 収 入 奉 納

市 個人 分

普 通 徴 収 1,6 6 8,0 6 1 1,6 2 5,2 6 4 9 7.4 2,1 9 4,6 1 6 2,1 0 5,2 9 5 9 5.9

特 別 徴 収 3,5 3 9,6 3 4 3,5 2 1,3 8 0 9 9.5 4,4 7 2,6 8 9 4,4 5 6,8 6 8 9 9.6

氏

戟

計 5,2 0 7,6 9 5 5,1 4 6,6 4 4 9 8.8 6,6 6 7,3 0 5 6,5 6 2,1 6 3 9 8.4

法 人 分 2,7 0 1,7 0 5 2,6 6 2,8 1 1 9 8.6 3,0 8 0,6 9 3 3.0 4 1,0 3 7 9 8.7

小 計 7,9 0 9,4 0 0 7,8 0 9,4 5 5 9 8.7 9,7 4 7,9 9 8 9,6 0 3,2 0 0 9 8一5

固資

産

定税

固定資産 4,6 0 7,7 9 7 4,5 5 1,5 4 1 9 8.8 5,4 5 4,3 8 7 5,3 5 4,7 9 9 9 8.2

交 付 金 . 納 付 金 2 2 2β8 5 2 2 2β8 5 1 0 0 2 6 1,6 4 2 2 6 1,6 4 2 10 0

小 計 4β3 0,6 8 2 4,7 7 4,4 2 6 9 8.8 5,7 1 6,0 2 9 5,6 1 6,4 4 1 9 8.3

餐 原 動 機 付 自 転 車 2 4,0 3 5 2 3,1 3 3 9 6.2 3 0,7 4 4 3 0,19 2 9 8.2

自

動

車

秩

聾 自 動 車 1 1 9,3 7 6 1 1 7,1 8 9 9 8.2 1 4 4,8 6 1 1 4 2,2 5 9 9 8.2

二 輪 小 型 車 2,7 8 2 2,6 9 6 9 6.9 3,8 5 9 3,7 9 0 9 8.2

4 、 計 1 4 5,5 9 3 1 4 3,0 1 8 9 7.8 1 7 9,4 6 4 1 7 6,2 4 1 9 8.2

た ば こ 消 費 税 1,0 4 1,5 12 1,0 4 1,5 1 2 1 0 0 1,0 7 8,0 7 5 1,0 7 8,0 7 5 10 0

電 ガ 電 気 5 1 6,0 0 7 5 1 6,0 0 7 1 0 0 6 7 4,8 1 8 6 7 4β1 8 10 0

ス

気 鋭

ガ ス 4 3,0 79 4 3,0 7 9 1 0 0 5 3,4 0 4 5 3,4 0 4 10 0

小 計 5 5 9,0 8 6 5 5 9,0 8 6 1 0 0 7 2 8,2 2 2 7 2 8,2 2 2 1 0 0

木 材 引 取 税 4 1 4 1 1 0 0 2 6 1 2 6 1 0 0

特 別 土 地 保 有 税 1 6 8,4 6 0 1 6 5,4 5 5 9 8.2 15 9,4 3 3 1 5 5,1 4 5 9 7.3

商 品 券 発 行 税 3 2,8 2 6 3 2β2 6 1 0 0 3 7,4 2 6 3 7,2 7 2 9 9.6

事 業 所 税
- - - 1 2 4,6 9 2 12 1,5 7 6 9 7.5

都 市 計 画 税 7 9 2,1 0 8 7 8 2,3 7 9 9 8ー8 9 4 4,6 68 9 2 7,3 7 4 9 8.2

旧 法 税 収 入 4 0 0 0 0 0

合 計 1 5,4 8 0,3 0 8 15,3 0 8,1 9 8 9 8.5 18,7 1 6,1 3 3 1 8,4 4 3ー6 7 1 9 8.5

滞 納 繰 越 分 4 7 4,8 4 6 1 3 4,0 7 0 2 8.2 4 9 8,9 9 8 1 3 8,8 4 3 2 7.8

総 計 15,9 5 5,1 5 4 15,4 4 22.6 8 9 6.8 19,2 1 5,1 3 1 1 8,5 8 25 14 9 6.7

(注) 5 1年度分は決算見込額
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(4)納税貯蓄組合
(単位　千円)

区 分

年 度

組 合 数
ォ &

員 数
秩 . 目

調 定 額

払 )

組 合 納 付 額
収 入 率

P里
A

事 務 費

交 付 金

(D

割 合

C

互

事 務 費

交 付 基 準正 数
金 額 03)

4 7 I D 1 2 5 8 ,8 7 5

市 民 税 9 6 9 ,9 8 4 4 4 ,2 2 5 3 1 6 ,6 9 3 3 2 .6

3 9 ,3 9 4 1 .0 納 期 内 に 完

納 し た 市 税

の 1 0 0 分

の 3 ( 最 高

固 定 資 産 税 3β 0 0 ,1 5 0 1 7 0 ,9 0 7 9 8 5 ,7 3 2 3 2 .9

餐 自 動 車 税 1 5 3 .3 6 0 2 3 ,0 7 9 4 4 ,0 7 2 2 8ー7

計 4ユ 2 3 ,4 9 4 2 3 8 ,2 1 1 3 4 6 ,4 9 7 3 2 .7

4 8 1 0 2 1 5 8 ,3 6 0

市 民 税 1ユ 0 1 ,8 4 8 4 1 ,5 6 8 2 8 8 ,2 8 6 2 6 .2

4 3 ,7 4 2 0 .8

固 定 資 産 税 4ユ 0 8 ,4 5 6 1 5 6 ,8 8 0 1 ,1 0 9 ,6 8 4 2 7 .0 3 ,0 0 0 円 )

軽 自 動 車 税 1 5 7 ,2 3 8 1 8 ,5 8 6 3 5 ,0 1 4 2 2 .3 と

計 53 6 7 ,5 4 2 2 1 7 ,0 3 4 1 ,4 3 2 ,9 8 4 2 6 .7
領 収 書 1 枚

に つ き 1 0

円

均 等 別 儀 収

書 1 枚 に つ

き 5 0 円

4 9 9 9 8 5 7 ,4 4 0

市 箆 税 1万 0 0 ,3 3 5 3 5 ,3 5 1 3 8 4 ,1 7 2 2 4 .0

4 6 ,9 8 1 0 .8

国 定 資 産 税 44 8 1 ,8 4 4 1 5 7 ,6 9 5 1 ,0 7 8 ,9 1 0 2 4 .1

軽 自 動 車 税 1 5 1 ,7 4 4 1 5 ,9 0 7 2 8 ,8 3 5 1 9 .0

計 62 3 3 ,9 2 3 2 0 8 ,9 5 3 1 ,4 9 1 ,9 1 7 2 3 .9

5 0 9 9 0 5 8 ,0 0 0

市 箆 税 15 6 0 ,0 0 0 3 4 ,2 4 8 3 2 3 ,9 0 6 2 0 .8

4 7 ,9 6 5 0 .8

国 定 資 産 税 1 4β 0 7 ,7 9 7 1 5 8 ,0 3 3 1 3 4 4 ,0 8 6 2 9 .2

.軽 自 動 車 税 1 4 6 ,1 9 3 1 3 ,7 1 4 2 4 ,2 0 0 1 6 .6

計 63 1 3 ,9 9 0 2 0 5 ,9 9 5 1 ,6 9 2 ,1 9 2 2 6 .8

5 1 9 5 0 5 4 ,0 0 0

市 民 税 2J 9 7 ,1 4 5 3 3 ,0 0 9 3 8 3 ,4 9 1 1 7 .5

5 4 ,7 0 6 0 .6

固 定 資 産 税 6β 9 9 ,0 5 5 1 5 9 ,2 9 0 1 ,4 9 5 ,1 7 9 2 3 .4

餐 自 動 車 税 1 7 9 ,4 6 4 1 3 .8 6 7 3 0 ,9 2 9 1 7 .2

計 8,7 7 5 ,6 6 4 2 0 6 ,1 6 6 1 ,9 0 9 ,5 9 9 2 1 .8

(注) o調定額は納税組合の対象となるものについて計上し、固定資産税には都市計画税を含む

0 5 1年度は決算見込額

-60-



13　開　発　公　社

名　　　　称　財団法人　熊本再開発公社

設立年月　日　昭和39年7月3日

目　　　的公祖も熊太市と一体となり、都市の開発及び再開発のための事業を推進することにより.

熊本市の産業経済の発展と市民の福祉増進に寄与することを目的とする

-ト　　　　V-　o ii-IM地TOく・m;ォ'/.,-n粕の脚L　山K tt肘KV'^r

o　適職その他公共の用に供するため.必要な土地のあっ猟聴亀造成管理及び処分

o　前各号に掲げるもののはか公社の目的を達成するために必要な事業

役　　　員理　事　長　　助　　役　　理　　事　　市民局長　　経済局長

副理事長　　助　　役　　　　　　　　衛生局長　　建設局長

常務理事　　絵務局長　　　　　　　　建設局技監　教育長

企画広報部長

監　　事　　収入役

副収入役

r>亡iW川は　、 lH川川　　蝣-it'

資本金及び資金　基太財産　10,000千円(古出資金)

資金は市の損失補償を得て市中銀行等より借入している

利　車　年9分5厘以内( 2年据置を含め1 0カ年以内の半年就及び年賦償還)

事　業　実　績

区分 事 業 名
執 行 額

備 考
面 積 金 額

昭

教 育 施 設 用地
2m

1 8 2

円
1,5 1 0,6 0 0 小 島小 学 校 拡張 用地

福 祉施 設 用地 6 ,5 6 0 1 7 6,7 9 6,0 2 4
春 日保 育 園 用 地

初

五

十

能 田地 区 市 民 セ ンタ ー用 地

衛 生 . 清 掃

施 設 用 地 9 ,3 8 0 4 4,2 2 6,5 5 5 じん芥 埋 立 処 理場 用地

公 園 施 設用 地 6 3,4 9 4 3 2 ,3 4 0,8 2 3 岩 戸 ノ里 ( 仮称 ) 用 地

萌 路 事業 用地 1,9 6 0 2 2 5,2 0 6,1 4 7

都 市計 画 道路 3 ・4 ・2 2 号 ( 砂 取 ～健 軍 )腺 用 地

午

皮

事

莱

都 市計 画 道 路 3 - 2 サ5 号 (讐 歪 $ ) 線 用 地 ほ か

土 木 施 設用 地 1 5 7 4 7,1 3 1 市道 ( 保 田 窪 ～ 西原 1 号 線 ) 用 地 ほか

公 共 施設 用 地 5 8 5 3 0,3 4 9,5 4 6 東 消防 署 拡張 用 地 ほか

「公 有 地拡 大
法 」堪 用 埠 3,5 4 0 5 9,4 8 3,5 9 8

連 台寺 町 下水 処 理 場 用 地 ほか

4 、 計 8 5,7 1 6 5 7 0,6 6 0,4 2 4

前 年 度 繰 越 事 業 4,3 1 2 1 6 9 ,0 3 3,3 3 8

少年 自然 の 家造 成 工 事

画図 小学 校 造 成 工 事

記 蘇西小 学 校 造 成 主 事

東 部土木 事 業 所 資 材 置場 用 地 ほ か

合 計 9 0 ,0 2 8 7 3 9,6 9 3▼7 6 2
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14　土地開発基金

設　　置　公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじ

め聯得することにより.事業の円滑夜執行をはかるため、熊本市土地開発基金を設置する

基金の額1,410,838千円　(昭　52. 3. 31現在)

運用の範囲　基金は上記のE]的を達成するため.土地を先行取得するほか.熊本市開発公社の土地敬得事業

に貸し付けることができる　(貸付利率　年6分2度)
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